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◎開議の宣告

午前１０時００分 開議

〇議長（浅利竹二郎） ただいまから本日の会議を

開きます。

ただいまの出席議員は23人で定足数に達してお

ります。

◎諸般の報告

〇議長（浅利竹二郎） 本日、諸般の報告について

は、特に申し上げる事項はありません。

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議は議事日程第２

号により議事を進めます。

◎日程第１ 一般質問

〇議長（浅利竹二郎） 日程第１ 一般質問を行い

ます。

質問の順序は、抽せんにより斉藤孝昭議員、大

瀧次男議員、石田勝弘議員、横垣成年議員、原田

敏匡議員、菊池光弘議員、工藤祥子議員、佐賀英

生議員、中村正志議員の順となっております。

本日は、斉藤孝昭議員、大瀧次男議員、石田勝

弘議員、横垣成年議員の一般質問を行います。

◎斉藤孝昭議員

〇議長（浅利竹二郎） まず、斉藤孝昭議員の登壇

を求めます。18番斉藤孝昭議員。

（18番 斉藤孝昭議員登壇）

〇18番（斉藤孝昭） おはようございます。むつ市

議会第231回定例会に当たり一般質問をさせてい

ただきます。

今回は、公共施設等総合管理計画について、リ

スクマネジメントについて、自然エネルギーの設

置基準の適正化について、教育行政についての４

点であります。

初めに、公共施設等総合管理計画についてお尋

ねいたします。平成26年４月22日付で総務省から

公共施設等管理計画の策定要請の通知があり、そ

れに基づいて平成28年３月、むつ市公共施設等総

合管理計画が策定、公表されました。背景には、

少子高齢化による人口減少、厳しい財政状況が続

く中、将来を見据えた行政のスリム化等があるも

のと考えています。

そして、この計画の実施に至っては、むつ市公

、 、共施設等活用検討会議を組織し 取り組みの検証

改善や計画の見直し、新規整備の検証、施設再編

の検討等の調整を行うとともに、必要に応じて庁

議や政策調整会議に諮るとしています。

きょうは、施設の廃止、統合、売却に絞ってお

答えをお願いしていますが、行政のスリム化を進

めるに当たり、計画という物差しではかり、進め

る一方で、物差しではかれない住民の心がありま

す。市民の皆さんには、現在ある公共施設が将来

どうなるのだろうか、不便になるのではないか、

公共サービスは維持されるのだろうかなど、実施

に当たってどのようなタイミングで説明し、不安

をどう解消していくのかがポイントであり、真摯

な行政の対応が必要と考えます。

総務省からの通知では、議会や住民との情報共

有等について、当該団体における公共施設等の最

適な配置を検討するに当たっては、まちづくりの

あり方にもかかわるものであることから、個別施

設の老朽化対策等を行う実施段階においてのみな

らず、総合管理計画の策定段階においても議会や

住民への十分な情報提供等を行いつつ策定するこ

とが望ましいとしています。

施設の廃止、統合、売却を実施する場合は難航
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することが予想され、今後も議会や住民への情報

及び現状認識の共有が必要と思いますので、公共

施設の廃止、統合、売却等を決定し、実施に至る

までのプロセスをお示しください。

次は、行政のリスクマネジメントについてであ

ります。一般的に行政のリスクマネジメントの目

的とは、多様な地域のリスクに対し、住民の生命

と生活の安全を守り、自治体への信頼構築及び組

織の保全と破綻を防止し、業務を継続することを

言うそうであります。近年は、異常気象による影

響で、強烈な自然災害が各地で増加し、被害や損

失も拡大し、そのたびに自治体による避難情報の

伝達のあり方や対策が問題となることが多くなっ

てきています。さらに、新型インフルエンザや新

型ＳＡＲＳによる感染症災害にも今後は注意しな

ければなりません。

こうした外部要因による災害のほかに、危機事

象は内部要因によるものもあります。職員の不祥

事や関連施設等における事故、コンプライアンス

や倫理に反する事件、点検や確認行為の怠慢など

による事故、さらにはコンピューターの高度化、

複雑化、ソーシャルメディアの普及などによって

行政には新たなリスクが考えられています。とり

わけ公共機関としての行政は、地域における貢献

力を委託されており、求められる社会的責任も受

託者として重いものがあり、直面する多様なリス

、 。クに対し 適切なマネジメントが必要と考えます

一方で、リスクを小さくする方法として、自治

体におけるリスクコミュニケーションがありま

す。平常時は、地道なコミュニケーションそのも

のがリスクヘッジ、つまりリスクを回避すること

となり、庁内では職員間の情報共有と相互理解、

庁外でも議員や住民などとの情報交換と相互理解

が信頼の蓄積につながると思います。

ところで、うまくいかない事業があったとしま

す。もう少し頑張れば何とかなりそう、もう少し

お金を出せば何とかなるかも、自分の担当してい

る間は乗り切りたいなどと考えたことはないでし

ょうか。事業を縮小または撤退することは、勇気

とエネルギーが必要であります。各事業や計画に

ついても、撤退しないことで起きるリスク、継続

することで起きるリスクなどを日ごろからしっか

り考えて行動することが市民の負託に応える行政

の役割だと私は考えています。

基本的にリスクがゼロである絶対安全の状態

は、世の中に存在しません。しかし、リスクを極

力低減させることは可能です。平素からリスクの

調査、確認、評価、分析など迅速な対応ができる

よう、幾つもの段階を踏んで備えておかなければ

ならないと思いますが、行政のリスクマネジメン

トについて、市長のご所見をお伺いいたします。

次は、小型風力発電施設に関するガイドライン

が必要ではないかということであります。出力

20キロワット未満の小型風力発電は、太陽光や大

型風力など他の再生可能エネルギーの買取単価よ

り高く設定されたことから、これを設置しようと

する動きが非常に多くなってきています。また、

下北半島は風力発電に必要とされる年間平均風速

5.5メーター毎秒を超える場所が広く分布する地

域であり、特に自然エネルギーの有効利用は、資

源に乏しい我が国にとって大変重要な施策の一つ

と位置づけられていて、私自身もその普及につい

ては意を同じくするものであります。

、 、しかし この小型風力発電設備の設置によって

騒音などによる住民からの苦情等が寄せられ、こ

れを背景に、昨年10月に横浜町がガイドラインを

制定、次いで大間町、佐井村、風間浦村、東通村

と、むつ市を除く下北郡内の町村全てがこのガイ

ドラインを制定しています。

内容は、各自治体の環境や実情によって数値規

制は異なるものの、共通する点は住宅等からの離

隔距離を確保するなど防音や低周波に対する対策
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をすること、また設置に当たっては近隣住民へ説

明会の実施及び承諾を得ることなどを指針に盛り

込んでいます。住民の不安や苦情の解消のため、

当市でもこのガイドラインが必要ではないかと思

いますが、市長のご所見をお伺いいたします。

最後は、教育機会確保法に基づいたポイント３

点について、取り組みをどのように進める考えな

のか、現状と今後の方針についてお聞きいたしま

す。

不登校の児童・生徒を国や自治体が支援するこ

とを明記した議員立法が、昨年末可決成立いたし

ました。内容は、国や自治体に対し、児童・生徒

の状況の継続的な把握のほか、学習活動を支援す

る教育支援センターや民間団体などと連携した相

談体制の整備などを求めていて、夜間中学に通い

たい人の就学機会の提供の推進も盛り込んでいま

す。

当市においても、不登校の児童・生徒に対する

、 、支援は継続的に実施されていると思いますが １

国や自治体は不登校児童・生徒の学校以外の学習

状況や心身の状況を継続的に把握するのに必要な

措置を講じる、２、自治体や国は不登校児童・生

徒の多様な学びの重要性に鑑み、休養の必要性を

踏まえ、児童・生徒や保護者への情報提供、助言

に必要な措置を講じる、３、自治体は小・中学校

に通うことができなかった人に夜間中学などの教

育機会を提供する。

、 、以上 教育機会確保法のポイント３点について

当市の現状と同法に対する教育委員会のご所見を

お伺いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） おはようございます。斉藤

議員のご質問にお答えいたします。

まず、公共施設等総合管理計画についてのご質

問、公共施設の廃止、統合、売却を決定し、実施

に至るまでのプロセスについてお答えいたしま

す。

公共施設等総合管理計画は、これからさらに進

むであろう人口減少社会を見据え、特に高度経済

成長期等に建設された公共施設が一斉に更新時期

を迎えることを背景に、厳しい財政が続く中、今

後の公共施設の適正な数量、規模、配置のあり方

等を総合的にマネジメントすることを目的に策定

しています。これは、平成26年４月22日付で総務

大臣から全国の自治体に対し策定の要請があり、

むつ市におきましては、この要請に基づき、平成

、 。28年３月までに策定 公表したところであります

この計画は、公共施設の規模や配置を今後どう

していくのかという点に意識が偏りがちになって

しまうおそれがありますが、単に物理的な問題を

表面的に解決するためのものではなく、それぞれ

の施設を資産という視点から捉え、それがもたら

す効果を最適化しようとすることが最大の目標で

あります。

そのために、国は公共施設等総合管理計画の策

定とあわせて、全ての地方自治体に固定資産台帳

の整備と複式簿記の導入による財務諸表の公表を

平成29年度中をめどに要請したところであり、当

市におきましても、施設ごとの施設カルテを作成

し、固定資産台帳システムに登載するデータの整

理はほぼ終了しており、年度内にはこれを完了す

る見込みとなっております。

地方公会計における財務諸表の公表につきまし

ても、平成29年度末をめどに計画どおりに作業を

進めているところであります。

さて、平成28年３月に公表いたしましたむつ市

公共施設等総合管理計画は、今後40年間を見据え

た大きな方向性を示した超長期的な計画となって

おり、40年間で43％の公共施設等の総量を削減し

なければならないという目標は、計画時点の公共
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施設の総量、そして将来的な財政予測及び人口推

計から導き出されたものであります。このことか

、 、ら 実効性のある取り組みを進めていくためには

より具体的かつ現実的な計画が必要となりますこ

とから、現在向こう10年間を視野に入れた実施計

画の素案を作成しているところであります。

、 、さらに この10年を前期計画と後期計画に分け

まずは前期計画として施設カルテの情報をもと

に、施設ごとに建物の性能、利用、経費の観点か

ら、老朽度や耐震性、利用状況や運営経費等を総

体的に評価する一次評価を行います。

次に、行政サービスの代替性、社会的必要性へ

の適合、災害の危険性など、社会的特性や各種計

画との関連性を定性的に評価する二次評価を行

い、総合的にそれぞれの施設の今後のあり方、い

、 、 、 、わゆる量 省 質 すなわち総量としての見直し

無駄を省く見直し、質的な見直しといった、この

３つの最適化の視点に照らした利活用の方針を判

定し、適切な公共施設等の規模や配置を検討して

いくこととしております。

ただし、この公共施設の再編は、今後40年間で

43％の縮減という非常に厳しい目標であり、市民

の皆様の生活に影響を及ぼすことが少なからず考

えられますことから、施設ごとの利活用の方針に

基づき、マネジメントの方向性や妥当性等につき

まして、庁内関係部局で協議、修正を行い、具体

的には実施計画により施設の方針を明確にし、議

員各位及び市民の皆様にご説明を申し上げ、十分

にご意見等をいただきながら、決して強引に進め

ることなく、市民の皆様の合意形成を経て、一定

のご理解を得た施設から取り組んでいくものとし

ております。

したがって、40年間で43％の縮減について何を

どのように減らすのかについては、実施計画の策

定や、この合意形成のプロセスの中で明らかにし

ていきたいと考えており、一定の年度に再編が偏

ることのないよう、平準化された形でお示しでき

るように取り組んでまいります。

当市は面積が広く、かつ類似団体と比較いたし

ましても公共施設の総量が多いことや、下北圏域

定住自立圏において中心市と位置づけられている

ように、地理的にも経済社会的にも下北の中心的

役割を担っていることから、まずは市の公共施設

の再編を重点的に進めることで、市町村域を超え

た広域的な施設再編のきっかけになるものと考え

ております。

また、市町村域を超えた公共施設の再編につき

ましては、下北地域広域行政事務組合、一部事務

組合下北医療センターにおいても、これまでと同

様に常にこれを意識しながら進めるようむつ市と

して主導していかなければならないものと考えて

おります。

いずれにいたしましても、この計画を実行して

、 、いくことにより 厳しい財政状況の中にあっても

将来に向けて公共サービスへの影響を最小限に抑

、 、え 安全安心で快適な公共施設等の提供を目指し

社会的な必要性の変化や市民の需要動向に対応し

た整備を行って、次世代に負担を残さない最適な

公共サービスの実現に向け、最大限の努力を重ね

てまいる所存でありますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、リスクマネジメントについてのご質問に

お答えいたします。市といたしましては、組織的

リスクマネジメントのために、常に念頭に置くべ

、 。き項目として 次の６点があると考えております

災害などの外的な要因と、部内での事故や不祥事

など内的な要因について一般論を申し上げなが

ら、６点についてそれぞれ言及することでお答え

させていただきたいと思います。

まず１点目は、予防こそが最高の危機管理とい

うことであります。予防対策には、危機の発生自

体の予防と、発生はやむを得ないが、その際の災
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害の発生を極力抑えるという意味での予防があり

ます。

まず、危機の発生自体の予防として考えられる

のは、職員の不祥事等でありますが、近年不祥事

が続いたことから、職員の使命感醸成及びコミュ

ニケーション推進を目的とした働き方改革を今年

度から実施しているところであります。具体的に

は、各部署における朝礼の義務づけや、定期的な

会議の実施、メンター制度の導入など、年代や部

署の垣根を超えたコミュニケーションの活性化に

よる職員間の情報共有や信頼関係の構築に努めて

いるところであります。

また、危機発生時の損害発生の抑制として、近

年の異常気象により突発的に発生する災害に迅速

かつ円滑に対応するため、地域防災計画において

は動員計画を定めているほか、毎年度各課におい

て災害対応マニュアルを作成し、緊急連絡体制や

初動対応、全庁的な対応に移行した場合における

職員一人一人の自主的な対応などを明確にしてお

ります。

２点目は、１つの事故の背景には29の軽い事故

があり、その背後には300件のヒヤリ・ハットす

る小さな事案が起きているとされているというハ

インリッヒの法則を重視することであります。こ

のことは、公用自動車の事故にも当てはまるもの

で、現在では幸い大きな事故には至っておりませ

んが、最初は軽微な事故でも、いずれ大事故につ

ながるという警告として受けとめ、機会あるごと

に全職員に対して安全運転の励行につきまして注

意喚起を促しておりますし、むつ地区安全運転管

理者協会主催の研修会にも職員を参加させている

ところであります。

また、今定例会で行政報告させていただきまし

た放射性廃棄物保管施設における安全対策に関す

る経過報告にも当てはまるものであります。当該

事案は、周辺の環境には放射線も含め全く影響は

なかったものの、我々としては重く受けとめたう

えで再発防止に向けた対策を強く要求し、自らも

検査を行ったところであります。

３点目は、常に最悪を想定し、その最悪を防止

し、回避する方策を考えることであります。これ

は、最悪の事態とはどのような事態なのかを想定

できるだけの合理的な想像力が必要とされ、最悪

に対しての万全の対策ができ、その訓練がなされ

たときは最悪以前の各段階におけるあらゆる危機

に対応し、応用力が発揮されるものと考えており

ます。

この点、市の財政問題を例に挙げれば、最悪の

状態を財政再建団体への転落であると想定し、中

期見通しを毎年度策定することで歳入歳出両面に

わたって対策を万全とし、職員一丸となって市民

の皆様のご理解を得ながら取り組んでおります。

災害時の想定としては、経費の支出に限界があ

るものの、東日本大震災クラスの災害にも備え得

る備蓄品の準備を前提としております。

４点目は、悲観的に準備をし、楽観的に対処す

。 、るということであります 悲観的に準備するとは

どれほど準備しても万全であるという自信を持た

ず、どこかにまだ不備や遺漏箇所があるのではな

いかとチェックを繰り返すことを言い、楽観的に

対処するとは、決して気楽に、あるいはいいかげ

、 、んに対応するということではなく 危機に直面し

素早く的確に対処しなければならないときに、そ

れまで準備してきたマニュアルなどの対応並びに

それに基づく訓練の成果を信じて解決に希望を抱

き、自信を持って手際よく対処することを言いま

す。

この点、来庁者への平成28年度の窓口アンケー

トにおいては、79.7％の方々が「満足している」

または「やや満足している」という結果にはなっ

ているものの、これを楽観視することなく、より

一層のサービス向上を目指して、現在むつ市職員
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行動指針を策定中であり、次年度から実施予定で

あります。この中では、接客応対への心がけ、市

民協働推進への心がけ、職員の資質向上への心が

け、職員同士の連携への心がけ、職務環境整備へ

の心がけ、地域等への奉仕活動への心がけの６項

目の心がけを掲げ、職員一丸となって市民の皆様

の満足度の向上のため尽力してまいる所存であり

ます。

また、災害時におけるマニュアルとしては、む

つ市地域防災計画やむつ市原子力災害避難計画が

あり、これはそれぞれ修正中でありますが、それ

ぞれ平成29年度中、平成29年５月までに策定予定

であります。

また、こうした計画を実行あらしめるために、

本年３月９日に下北建設業協会と大規模災害時に

おける応急対策業務に関する協定を締結するな

ど、実際の災害時に的確に対応できるように準備

に準備を重ねているところであります。

５点目は、平時に危機管理のための専任部署を

設置し、対策を完備していくことであります。市

では、自然災害等に対しては防災政策課、交通事

故や犯罪などの職員の不祥事や事故については総

務課を専任部署と定めております。

最後は、悪い情報を最優先で市長に報告させる

体制と環境を確立しておくことであります。危機

管理上重要なのは、あらゆる不祥事や災害等の悪

い情報を最優先に責任者である市長へ報告できる

ような体制と環境をつくり上げることであり、こ

のことにより素早い対応が可能となり、市民の皆

様の信用失墜を最小限にとめることができるもの

と考えております。

私自身の対応といたしましては、職員には携帯

番号、メールアドレス、ＳＮＳ通信の全てをオー

プンにし、24時間体制で情報を受けているところ

であります。これら６点の項目は、一般社団法人

日本安全保障・危機管理学会編の「究極の危機管

理」において明らかにされていることを参考とし

ており、これにとどまらず、今後も職員の意識改

革はもとより、常に市が災害も含めてさまざまな

リスクに直面している状況であることを意識した

うえで、市民の皆様との信頼関係を高めること、

より高いコンプライアンス意識を持つこと、公平

公正な業務を心がけることを肝に銘じて、市民の

皆様の安心安全を守るため努めてまいりたいと考

、 。えておりますので ご理解を賜りたいと存じます

次に、自然エネルギーの設置基準の適正化につ

いてのご質問の１点目、小型風力発電施設に関す

るガイドラインが必要ではないかについてお答え

いたします。固定価格買取制度の導入により、太

陽光、風力、地熱等の再生可能エネルギー源を用

いて発電した再生可能エネルギーの導入拡大が進

む中、環境アセスメントの手続が不要な小型風力

発電施設の無秩序な乱立によって、市民の皆様の

安全安心が脅かされないよう、また環境保全や景

観形成の観点からも、小型風力発電施設の導入に

対し、一定の規制が必要であることは認識してお

ります。

当市における小型風力発電施設の設置に関する

、 、問い合わせは 平成27年度はほぼなかったものが

平成28年４月から今日まで16件となっており、内

訳といたしましては、国土利用計画法等の法令関

係の確認が８件、設置に係るガイドラインの有無

が７件などとなっております。このように平成

28年度に入ってから小型風力発電施設に関する問

い合わせが急増したことは、太陽光発電の買取価

格が年々引き下げられていることも一因に挙げら

れますが、20キロワット未満の小型風力発電の買

取価格が、平成28年度において１キロワットアワ

ー当たり55円と依然高水準を維持していることが

要因となっているものと推察しているところであ

ります。

既に小型風力発電施設が設置されております大
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間町や横浜町におきましては、近隣住民からの騒

音に関するトラブルなどが発生していると伺って

おりますので、無秩序な設置は市民の皆様の生活

を脅かしかねないことからも、市民の皆様の安全

安心や景観を守るため、既にガイドラインの制定

に向け素案の作成等を進めているところであり、

本年５月をめどに制定したいと考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、教育行政についてのご質問につきまして

は、教育委員会からの答弁となります。

〇議長（浅利竹二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 斉藤議員の教育行政につい

てのご質問、教育機会確保法に基づいたポイント

３点について、取り組みをどのように進める予定

なのかについてお答えいたします。

昨年12月に公布され、本年２月14日から施行さ

れた義務教育段階における普通教育に相当する教

育の機会の確保等に関する法律の第５条に 「地、

方公共団体は、基本理念にのっとり、教育機会の

確保等に関する施策について、国と協力しつつ、

当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施

する責務を有する」と規定されたことから、教育

の機会確保に関する地方公共団体の責務が明確に

示されたものと認識しております。

市の取り組みの現状についてご説明いたします

と、まずポイントの１点目、同法第12条に示され

ております不登校児童生徒の学校以外の場におけ

る学習状況や心身の状況を継続的に把握するため

の取り組みについてであります。現在教育委員会

では、長期欠席児童・生徒について、毎月各校よ

り情報の収集を行っており、欠席日数や学校によ

る支援の状況、登校時の活動場所等の把握をして

おります。また、むつ市教育研修センターに開設

しております教育相談室において、教育相談や適

応指導を受けている児童・生徒につきましては、

２名の教育相談員と６名の自立支援相談員から児

童・生徒の学習状況や心身の状況について報告を

受け、把握しているところであります。

次に、ポイントの２点目、同法第13条に示され

ております不登校児童・生徒の多様な学びの重要

性に鑑み、休養の必要性を踏まえた児童・生徒や

保護者への情報提供、助言についてであります。

現在教育相談室では、時間割に従って６名の自立

支援相談員と学校教育課の教科担当指導主事が学

習支援に当たり、不登校児童・生徒の状況に応じ

た学習活動を行っております。さらに、児童・生

徒のみならず、保護者に対しましても、不登校の

対応に関する豊富な経験と知識をあわせ持った２

名の教育相談員が学習や生活など個々のケースに

応じた適切なアドバイスを行っております。

、 、また 学校行事や進路に関する情報等について

保護者に対して情報を提供できるよう、児童・生

徒の在籍する学校との連携にも努めているところ

であります。

こうした取り組みを通して、長期にわたって欠

席していた児童・生徒が教育相談室に定期的に通

い、学習や集団活動に参加することができるよう

になったり、学校と教育相談室の連携により、再

登校や進学等につながったケースもあります。

最後に、ポイントの３点目、同法第14条に示さ

れております小・中学校に通うことができなかっ

た方への自治体による夜間中学などの教育機会の

提供についてでありますが、現在市内には、小・

中学校に通うことができなかった方へ教育の機会

を提供する公的な機関はないのが現状でありま

す。今後は、同法の基本理念を踏まえた取り組み

が必要であるとの認識のもと、現在の取り組みの

一層の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。

また、現在検討されております文部科学大臣が

定める教育機会の確保等に関する施策を総合的に
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推進するための基本的な指針の内容も踏まえ、市

としての取り組みを推進してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 18番。

（ ） 。〇18番 斉藤孝昭 答弁ありがとうございました

、 、教育委員会に対しては 再質問はありませんので

安心してください。

市長には、１点だけあります。リスクマネジメ

ントについてでありますが、市長が進めていると

いうよりも、行政が今進めているＰＤＣＡサイク

ルの評価を毎年していますが、この評価について

はリスクマネジメントがもとになって評価される

ものだというふうに私は思っていますが、市長の

認識はどうなのでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ＰＤＣＡサイクル、プラン

・ドゥー・チェック・アクトという、こういうサ

イクルのことだと思いますけれども、これら全て

がある意味リスクマネジメントという観点の中で

行わなければならないものだと私自身も認識をし

ております。

〇議長（浅利竹二郎） 18番。

〇18番（斉藤孝昭） 壇上での答弁では、事細かく

リスクマネジメントについて説明をいただいてい

ましたので、ぜひそれを実行できるようなマネジ

メントを市長にはお願いしたいなというふうに思

います。

壇上では言いませんでしたが、行政は失敗しな

いというふうな考え方は、もう今は昔というふう

に私は思っています。そういう考え方ではなく、

当然前向きに市民の皆さんの一人一人のために少

しでも何かができるというふうな行政行動がこれ

からは絶対必要だなというふうに思っています。

全庁一丸とというふうな話を言っておりましたの

で、今後ぜひそれを実行していただきたいなとい

うふうに思います。

質問は、これで終わります。ありがとうござい

ました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、斉藤孝昭議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午前10時50分まで暫時休憩いたします

午前１０時３６分 休憩

午前１０時５０分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎大瀧次男議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、大瀧次男議員の登壇

を求めます。15番大瀧次男議員。

（15番 大瀧次男議員登壇）

〇15番（大瀧次男） おはようございます。創世む

つ所属の大瀧次男でございます。むつ市議会第

231回定例会に当たり一般質問をさせていただき

ます。

初めに、本年３月をもって退職される職員の皆

様には、これまで市政を支え、長年尽力されてき

たご功績とご労苦に対し、心から敬意を表する次

第でございます。退職後も健康に留意され、これ

まで培われた知識と経験を生かし、市民の福利、

市政発展のため、さらなるご尽力をいただければ

幸いと思うところであります。

それでは、質問に入らせていただきます。

念願の日本ジオパークの認定を受け、さまざま

な課題を抱えながらも明るい未来が期待できるニ

ュースが相次いでいる中、ことし１月１日現在の

住民登録人口がついに６万人を欠き５万9,944人

となりました。13年前の合併のときには６万

7,000人あった人口が7,000人減少したことにな

り、その減少数は、合併時の旧大畑町の総人口に

匹敵するものであります。いかに人口減少社会と
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はいえ、このままでは10年後はどうなるか、予測

がつきがたい人口減少を経験しなければならない

懸念を覚えているところであります。ショックを

受けたのは私だけではないだろうと思いますが、

私たちは議会人として、真摯にこの問題に対応し

なければならない事態であると確信しているとこ

ろであります。

定住人口減少に対し、交流人口増加を図り、穴

埋めをして、地域経済の活性化を進める構想はと

もかく、現実はもっと厳しく、有効求人倍率が１

倍を超えたと喜んではいられません。企業では従

業員を雇用したくても人口減少により雇用できな

い現象も既にあらわれております。

看護師、保育士などの資格者の確保は、大都市

圏において問題視されていますが、こういった人

材確保は地方においてさらに深刻さを増してきて

おります。交流人口の増加に力を入れるのは当然

ですが、定住人口の確保はさらに重要課題である

と理解し、人口流出、高齢化社会、医療、教育は

もちろんのこと、空き家対策、高速交通体系へ結

ぶ交通機関の確保など、インフラの合理的整備課

題が山積みしている中で、市民の声の中から、喫

緊の課題であるまちおこし事業、少子化対策につ

いて質問をいたしますので、前向きで具体性のあ

るご答弁をお願いいたします。

それでは、通告順に従って質問に入ります。

初めに、旧田名部駅跡地の活用についてお伺い

をいたします。この件につきましては、過去２回

の質問をいたしておりますが、なかなかその活用

の姿が見えてきませんので、改めて質問させてい

ただきます。

、 、 、私は この土地の活用計画は 人口減少が進み

空き家対策が求められる状況の中で、都市形態を

保ち、生活環境を守るために欠かすことのできな

い中心市街地活性化計画であるとの認識に立って

おります。この土地は平成26年、田名部まちなか

団地建設用地として先行取得され、むつ市議会第

227回定例会での質問に対し 「民間の資金、経営、

能力、技術的能力を活用したＰＦＩ方式で国のモ

デル事業として採択を受け検討してきた、今は不

動産証券化手法等によるＰＲＥ活用に関するモデ

ル団体支援事業の採択を受け検討していて、平成

29年度中には計画全体の概要を示し、平成29年度

から平成31年度までＰＦＩ導入可能性調査をし

て、その後平成32年度から着手、平成35年度完成

に向け推進したい」との回答をされております。

そこでお伺いをいたします。

１点目、これまでの検討結果、ＰＦＩによる民

間資金導入の可能性についてどのように受けとめ

ているのか。

２点目、この３年間で団地建築以外の土地活用

法を検討したことがあるか。

以上、２点についてお伺いをいたします。

、 。次に 少子化対策についてお伺いをいたします

少子化による人口減少は、高齢化社会において極

めて大きな要因を構成し、反面解決策の展開によ

っては、最も解決に結びつく可能性を持っている

のではないでしょうか。国では、そのために親が

、 、働ける子育てしやすい環境の整備として 保育所

保育園の増設に取り組み、働けるよう待機児童ゼ

ロに取り組んでおりますが、子育てもさることな

がら、もととなる子供を出産できる環境対策が大

事であります。

各地では、出産しやすいように保育所の入所費

の無料化や医療費の負担軽減、若い夫婦への住宅

提供などの取り組みが見られ、結果として転入者

がふえ、出生率向上の効果を上げている例がテレ

ビ番組で紹介されたりしております。交通、気象

条件などの生活環境の厳しいここ下北では、労働

人口流出のウエートが大きくなっていますが、所

得水準が低いことを考えれば、安心して子供を出

産できる環境を整えるための経済的助成策がどう
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しても必要であります。子供の医療費の一部助成

は行われておりますが、これは県内市町村のほと

んどで実施されており、住民にとって助かってい

ることは間違いありませんが、出生率を向上する

までには至っていないと認識をしております。

そこで、子育ての経済的負担削減は避けて通れ

ない課題であるとの考えであります。市長のご所

見をお伺いいたします。

１点目として、少子化対策として市長が取り組

むべき具体的方策があればお示しを願います。

言うまでもなく戦後子供の偏食、栄養バランス

に配慮し始められた学校給食は、仕事を持つ保護

者にとっても家事の負担を軽減し、今や歴史的に

も定着し、貴重な制度となっています。給食提供

の方法は、給食センターによるものと学校ごとに

単独に行っているものと２通りあり、むつ市では

合併前からこの２通りの方法が取り入れられてい

ます。時代の移り変わりが激しくて、少子化が進

み、学校の統廃合が加速している現在では、給食

方法の合理化が避けられない課題になっていると

認識をしております。

また、少子化の大きな原因に子供に係る教育費

が高額であるとの指摘があります。特に義務教育

である小・中学校では、給食への負担が大きいと

感じている保護者が多いとも理解しています。子

供が食べることは、うちにいても同じではないか

という議論はありますが、義務教育であること、

少子化の改善の大きな要件であることを考え、対

応策を打ち出すべきではないでしょうか。

給食費についてお伺いしたところ、１人当たり

市内小学校では１日298円、中学校では320円、月

平均では6,000円から6,500円、年間５万7,000円

から６万1,000円となっております。

そこで、２点目として、少子化対策の思い切っ

た施策として、教育費負担の軽減を図り、義務教

育における学校給食費の無料化を進める考えはな

いかをお尋ねいたします。

次に、北の防人整備拡充を図り、旧日本海軍の

歴史と海上自衛隊基地とを結び合わせ、日本遺産

として登録実現を目指すべきではないかについて

お伺いをいたします。

日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通し

て文化、伝統を語るストーリーを日本遺産として

文化庁が認定するものでありますが、昨年４月に

は、旧海軍の鎮守府が置かれ、現在海上自衛隊総

監部の所在地である横須賀市、呉市、佐世保市、

舞鶴市の４市が「日本近代化の躍動を体感できる

まち」として認定を受けております。５総監部所

在地で、なぜか大湊だけが外れています。鎮守府

でなかったのが理由とすれば、海軍施設として整

備開発された石づくりのダムを擁する水源地、一

本杖のスキーの歴史を持つ釜臥山スキー場、釜臥

山の石を使って建てた石づくりの建物、１万トン

ドックの存在、海軍時代、海外に及ぶ活躍を見せ

た技術集団の施設部など、歴史的にも記録してお

くべき貴重な財産があります。近代化に結びつく

のは、三本松から西の桜木町までにあった海軍施

設、社交クラブ、憲兵隊詰所、下士官、士官宿舎

など、基地内の施設、建造物、配置図とあわせれ

、 。ば 近代化のストーリーが浮かび上がってきます

まさに先行している北の防人整備事業の集大成が

日本遺産であると言っても過言ではありません。

歴史、自然を保護し、次世代に残し、地域の活性

化につなげるジオパークとともに、目指すところ

は一致し、連携すれば、大きな力となります。

旧海軍４市と比較すれば、平成27年度観光客入

り込み人口が横須賀市872万人、呉市337万人、佐

世保市592万人、舞鶴市が229万人、遠く及ばない

誘客力の弱さがありますが、４市が打ち出してい

る基本的方向は、１つは旧軍港の歴史、文化を国

、 、内外に広く情報発信し 交流人口の拡大を目指す

２つ目は、日本遺産となる旧軍港の歴史、文化を
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感ずる環境整備、３つ目は、日本遺産ストーリー

の次世代への継承に取り組む、４つ目は、日本遺

産による都市連携を強化し、唯一となる都市のブ

ランド化を図るとなっていて、具体的にはＰＲ活

動や、よこすか海軍カレー、呉海自カレー、佐世

、 、保の海軍さんのビーフシチュー 舞鶴の肉じゃが

おでんなど、食を中心とした観光物産展を開催し

ています。これらの動きは、むつ市が現に取り組

んでいる活動と全く共通しております。

そこで、次の２点について質問をいたします。

北の防人の誘客対策として、工事が継続してい

る国道338号バイパスの一日も早い完成が求めら

れます。

１点目として、国道338号バイパスの完成見通

しについて。

２点目、日本遺産登録の申請をする意思がある

かどうか。

以上、３項目６点について壇上からの質問とい

たします。市長並びに理事者におかれましては、

むつ市の将来が明るいものであると理解できる前

向きで簡潔明瞭なご答弁をお願いいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 大瀧議員のご質問にお答え

いたします。

旧田名部駅跡地の活用についてのご質問につき

ましては、担当部長からの答弁といたします。

次に、少子化対策についてのご質問の１点目、

少子化対策として取り組むべき方策は何かについ

てお答えいたします。少子化による人口減少が進

んでおり、少子化対策が全国的な課題となってお

りますが、少子化に歯どめをかけるためには、子

供を産み育てやすい環境を整える必要があると考

えております。

市では、働く女性を支援するため、待機児童解

消を図ることとし、民間保育園施設整備に対する

補助金を今定例会にご提案しております平成29年

度一般会計予算に計上したところであります。

また、生後４カ月までの乳児のいる家庭を訪問

し、子育ての孤立化防止や情報提供を行うための

こんにちは赤ちゃん事業、天候を気にせず子供を

遊ばせることのできるキッズパーク、本年２月１

日からの子育て応援メールむつの配信など、ハー

ド、ソフト両面において産み育てやすい環境の整

備を図ってまいったところであります。

今後におきましても、キッズパークの子育て支

援事業充実及び子育て応援メールむつの内容の充

実を初めとして、市民の皆様が安心して子供を産

、 、み 子育てに喜びを持てるよう支援の拡充に努め

こどもの国むつ市を目指してまいりたいと考えて

おりますので、ご理解を賜りたいと存じます。

次に、少子化対策についてのご質問の２点目、

学校教育費の負担軽減を図り、給食費の無償化を

進める考えはないかについては、教育委員会から

の答弁となります。

、 、次に 日本遺産登録についてのご質問の１点目

国道338号バイパス完成見通しにつきましては、

担当部長からの答弁といたします。

次に、ご質問の２点目、北の防人を中心とする

日本遺産登録申請をする考えはないかについてお

答えいたします。日本遺産は、平成27年度から地

域の歴史的魅力や特色を通じて、地域の文化、伝

統を語るストーリーを文化庁が認定するもので、

これまで全国で37件が認定されております。

認定に当たって、ストーリーには２つの種類が

あり、複数の市町村にまたがって展開するシリア

ル型と、単一の自治体で完結する地域型がありま

す。いずれも国の指定あるいは選定の文化財を含

め、その価値を解説するだけの内容ではなく、歴

史的経緯や地域の風習に根差し、世代を超えて受

け継がれている伝承などを踏まえたストーリーで

なければなりません。
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さらに、地域型での認定を受けるためには、歴

史や文化の理解に欠くことのできない貴重な遺産

をわかりやすく魅力的な形で保存、活用すること

を定めた歴史文化基本構想等の策定が必要となり

ます。

北の防人大湊エリアでありますが、旧海軍が置

かれた明治時代から北方警備の要衝として脈々と

続き、現在は海上自衛隊大湊基地や水源池公園を

中核とした場所であります。

また、このエリアは堰堤に象徴される旧大湊水

源地水道施設が国の重要文化財に指定されている

ほか、大湊港、大平岸壁及び水源池公園が「みな

とオアシスおおみなと」として国土交通省から認

定を受けており、さらには昨年９月、下北ジオパ

ークが日本ジオパークの認定を受け、北の防人大

湊エリアを含めた大湊芦崎はジオサイトの一つと

なっております。

このように、市としてこれまでの取り組みの中

でさまざまな視点からむつ市の外に向けて注目度

を高めるシティプロモーションを行ってきており

ます。

北の防人大湊には、この一帯の核となる施設と

して、石づくりの堰堤、安渡館、海望館、そして

これらを抱える水源池公園、さらには公園を散策

しながら、あるいは海望館から望む海上自衛隊大

湊基地と、その先に広がる芦崎湾の眺望など、自

慢のスポットが数多くそろっております。この中

で堰堤を含む重要文化財については、保存修理工

事を平成28年度から進めてきておりますが、重要

文化財として文化庁の指導を受けながら、計画や

工事を慎重に進める必要があり、現在のところ平

成35年度までに保存修理工事を完了する計画とし

ております。

この修理、復元を経て北の防人大湊がさらに磨

き上げられ、日本遺産にふさわしい姿になると思

っており、この保存修理工事の完了に合わせる形

で日本遺産に認定申請することを検討中でありま

すので、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 教育長。

（遠島 進教育長登壇）

〇教育長（遠島 進） 大瀧議員の少子化対策につ

いてのご質問の２点目、学校教育費の負担軽減を

図り、給食費の無償化を進める考えがないかにつ

いてお答えいたします。

学校給食の実施に当たりましては、学校給食法

において、学校給食の実施に必要な施設及び設備

に要する経費並びに学校給食の運営に要する人件

費及び施設設備の修繕費を設置者の負担とする、

またその他の学校給食に要する経費は、学校給食

を受ける児童・生徒の保護者の負担とすると定め

られており、当市におきましても、法に基づいた

経費負担により学校給食の運営を行っておりま

す。

学校給食費として保護者に負担していただいて

いる経費は、給食に使用する食材の実費でありま

すことから、基本的には受益者負担の考え方によ

るものであることをご理解いただきたいと存じま

す。

しかしながら、家庭の経済状況によっては、生

活に困窮している家庭もありますことから、生活

保護を受給している家庭には教育扶助費として、

また経済的に困窮していると認められる家庭に対

しましては、就学援助施策として学校給食費を給

付しております。

全国的に見ますと、少子化や子育て支援対策と

して給食費の無償化を実施している自治体もござ

いますが、現在のところ、全国的な無償化の流れ

というまでには至っていないものと考えておりま

す。

仮にむつ市において給食費の無償化を実施した

場合、平成27年度の学校給食費の実績額から試算

いたしますと、教職員分と就学支援等他制度から
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の給付分を除いた年額およそ２億3,000万円が市

費として必要経費となります。

教育委員会といたしましては、基本的に食の部

分につきましては、受益者負担の考え方が適切で

あろうと考えておりますし、またその中にあって

も生活に困窮している家庭に対しましては、支援

を行っております。

今後におきましては、全国的な動向を見ながら

研究してまいりたいと考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（吉田 正） 旧田名部駅跡地の活用に

ついての１点目、ＰＦＩによる民間資金導入の可

能性はあるかについてお答えいたします。

当該用地の活用につきましては、ＰＦＩ方式に

よる事業の実現性と採算性及び民間事業者の参画

可能性について、今年度国の先導的官民連携支援

事業の採択を受け、調査検討を行っております。

ＰＦＩとは、公共施設等の建設、維持管理、運

営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活

用して行う新しい手法で、低廉かつ良質な公共サ

ービスの提供と行政のかかわり方の改革、民間の

事業機会を創出することを通じ、経済の活性化に

資することが期待されております。

本調査におきましても、地元民間事業者からの

市場調査の実施による参画意向の可能性、老朽化

市営住宅の集約建て替えに係る事業費及びバリュ

ー・フォー・マネー（ＶＦＭ）の算定、民間収益

施設整備の実現性と採算性について検討を行って

おり、これらを分析すると、民間事業者の参画及

び民間資金導入の可能性は非常に高いものと認識

しております。

今後本調査結果を踏まえたうえで、事業実現に

向けた庁内検討を行ってまいりますので、ご理解

を賜りたいと存じます。

次に、ご質問の２点目、当初計画団地建設以外

の活用法を検討しているかについてお答えいたし

ます。当該用地につきましては、むつ市議会第

222回定例会において （仮称）田名部まちなか団、

地建設用地として先行取得のご承認をいただき取

得したものであります。その際に （仮称）田名、

部まちなか団地の建設促進に向け、事業の趣旨に

は賛同する、早期に具体的な事業計画を策定する

ことを強く要望するとの附帯決議がなされたとこ

ろであります。

このことを踏まえまして、平成26年度はＰＦＩ

モデルプロジェクト採択による老朽化した市営住

宅集約建て替えの整備手法の導入検討、平成27年

度は不動産証券化手法等によるＰＲＥ活用に関す

るモデル団体支援事業採択による集約建て替え後

の跡地活用の検討、そして今年度は先導的官民連

携支援事業採択による当該用地での市営住宅集約

建て替え事業及び民間主導の収益施設整備事業の

実現性と採算性について、いずれも国の支援を受

けながら調査検討してきたところであります。

議員ご指摘の団地建設以外の活用法の検討につ

きましては、先行取得した経緯を踏まえ、実施し

ておりませんが、団地整備の中で周辺市民の皆様

が快適に利活用できるよう、通路や緑地の整備を

図ってまいりたいと考えております。

また、事業開始に至るまでの活用につきまして

は、むつ来さまい館を初めとする周辺施設で開催

されるイベント時の臨時駐車場としての使用のほ

か、雪堆積場や各種イベント開催会場としての利

用など、周辺地域のにぎわいの創出と活性化につ

ながる有効利用を積極的かつ柔軟に図ってまいり

たいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存

じます。

、 、次に 日本遺産登録についてのご質問の１点目

国道338号バイパス完成見通しについてお答えい

たします。青森県が事業主体として整備を進めて

おります国道338号大湊Ⅱ期バイパスは、全体延
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長3,670メートルのうち、大湊補給所付近から市

道釜臥線までの延長1,080メートルを第１工区、

市道スキー場線から大湊浜町までの延長2,590メ

ートルを第２工区として平成20年度から事業に着

手しております。平成28年12月末現在までの進捗

率は、事業ベースで約40％、用地取得進捗率は第

１工区で55.9％、第２工区では45.2％となってお

りますが、進捗がおくれている要因につきまして

は、主に用地取得に時間を要しているということ

であります。

現在のところ、完成の見通しにつきましては、

あくまでも県の事業でありますことから明確にお

示しすることができない状況ではありますが、今

後も引き続き用地取得を重点的に進めていくと伺

っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） 丁寧なご答弁ありがとうござ

います。

最初に、旧田名部駅跡地利用について再質問を

させていただきます。今ＰＦＩ方式で検討してい

るということですが、内容として居住用が何世帯

ぐらい、そしてその他の施設でどういう施設があ

るのか、そしてこの事業としては総事業費がどの

ぐらいかかるのか。もう一つは、応募者が確定、

選定ないときには、この事業、平成32年からかか

って平成35年完成という形で予定がありますが、

延期もあり得るのかどうかお尋ねします。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（吉田 正） お答えいたします。

現在この調査の中で、マーケット・サウンディ

ングというものを行っておりまして、その中でい

ろいろとヒアリングしております。それで、あと

は地域住民に対するアンケート等も行っておりま

す。

総事業費等につきましては、まだ調査結果が出

ておりませんので、ここでお示しすることはでき

ませんが、アンケート等々によりますと、こちら

のほうに住みたいという方のパーセンテージが非

、 。常に高い 50から70％程度で結果が出ております

それから、市営住宅等々の中に整備すべき施設

としましては、医療施設、それから多世代交流施

設、高齢者福祉施設、子育て支援施設等の要望が

出ております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） これから金額、それからいろ

いろな概要ができるというふうに認識をします。

市長にお尋ねしますけれども、このＰＦＩ方式

は、この田名部まちなか団地が最初だと思うので

すけれども、これから大きいプロジェクト、総合

体育館、アックス・グリーンの建て替え、大きな

事業があります。これにも適用するような考えは

あるのかどうかお尋ねします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

ＰＦＩ事業につきましては、これは民間の資金

を活用した事業ということでありますので、民間

側からの提案ということが前提になりますけれど

も、今後全ての事業について、この検討がなされ

るものと認識しております。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） 非常に財政が厳しい中ですの

で、できるだけ民間の力をフルに活用していただ

きたいと、このように思います。

そして、二、三年で事業が開始するということ

になるわけですが、その間、行政財産ですので、

私が見ている限り、ほとんど10回ぐらいですか、

イベントの駐車場ということで活用しています。

ことしは、どちらかというと雪が少なかったので

すが、旧田名部駅前、そして本町通りの消雪パイ

プが故障していたという形があって、あの近くの

人たちは雪の捨て場として、商店街ですので、な
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かなかなかったということで、できれば開放して

ほしかったなというふうに思います。

次に、少子化対策について質問させていただき

ます。先ほど市長から少子化対策についてるるい

ろいろ説明がございました。今は日本全体どこで

もそうなのですが、高齢化、人口減少、少子化が

問題となっております。しかし、この高齢化だけ

、 、は 年をとるなと言ってもなかなか無理ですので

人口減少と少子化だけは、その取り組みによって

は解決ができるのではないかなと、こう思ってお

ります。

去年の８月からことしの１月までの半年間の出

生数は177名だそうです。単純に２倍すると、年

、間350名ぐらいの出生数ということになりますが

現在市内の小学校の１年生から６年生までの平均

の学年の人数が450名ぐらいです。そうすると、

今350名から300名ぐらいで推移していくと、もう

100人ぐらいの生徒が減少していくということに

なります。そうすると、ますます小・中学校の統

廃合が進み、そしてまた子供のいない活気のない

まちになっていきます。私は、市長にはもう少し

具体的に何か、どこにもないような対策がないの

かなと。恐らく答弁は担当者が書いたと思います

ので、できれば市長の思いをひとつお聞きしたい

と、このように思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 少子化対策に関する思いと

いうことでありますけれども、どこにもない対策

というか、そういう意味ではどこでもやっている

こともなかなかできていないというのがこのむつ

市の現状であります。先ほどご提案いただきまし

た第３子以降の給食費の無償化ということについ

ては、これは一つのアイデアとして新しい視点を

いただいたなということは感じているところであ

ります。ただ、市では、安心して出産、子育てが

できるように乳幼児健診から始まり、待機児童解

消、キッズパークを中心とした子育て応援、それ

から市民協働による地域での見守り活動などさま

ざまな事業を展開して、切れ目のない子育て支援

に努めているということであります。

ポイントになるのは、切れ目のない子育て支援

ということだと思っておりまして、これがやはり

ほかの自治体あるいは水準の高い自治体でやって

いるところまでまずできるかどうかということが

これから課題になってくるのかなと思っていま

す。そういった意味では、実は先ほど少子化で子

供の数が少なくなっているというふうなお話があ

、 、りましたけれども むつ市の待機児童というのは

実はこれ71名、既にいるということであります。

これ全てがゼロ歳児ということであるのですが、

このことは私としては市としての大きな課題だと

いうふうに認識しています。したがいまして、今

年度の予算案の中で、この解消のための事業費と

いうか補助費を計上しているところでありまし

て、そういう意味ではこの待機児童の問題がまず

は我が市として優先順位が高いと判断をしたとい

うことであります。

このことは、子供たちにとってということもそ

うでありますけれども、ゼロ歳のお子さんを持っ

て働きたいと思っている方、あるいは働かなけれ

ばならないという親御さんたちの切実な願いにや

はり応えていくということでありますし、これは

全国的な課題にもなっているところです。まず産

んですぐに働ける環境というものをつくっていく

ということから、まずは今年度は取り組んでいき

たいというふうに思っております。

また、医療費ですとか、さまざまな子育て世帯

の負担軽減ということも、これはやっていかなけ

ればいけないということでありますけれども、こ

ちらはやはり財源の確保ということが大前提にな

るというふうに思っています。そのうえで優先順

位をつけると。ですから、先ほどご提案いただい
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たような多子世帯の支援ということで、第３子以

降はあらゆる、さまざまな部分で無償化していく

というのも一つのアイデアだと思いますし、そう

いったことを今後も議論をしっかりしながら対策

を講じていきたいというふうに考えておりますの

で、ご理解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） 待機児童ゼロを解消するとい

うことから始めていくということで理解できま

す。

先ほど給食費の無料化は、現在の段階では非常

、 、に難しいと 予算的にも厳しいということですが

よく社会福祉は風呂敷を広げると畳むのが難しい

と、このように言われております。でも、子供は

やはり今は地域、市民全体で支えていくという気

持ちが本当に大切だと、このように思います。特

に一番少子化の原因は何だということを聞いた

ら、若い人の未婚者が多過ぎると。次に、子育て

や教育に必要以上にお金がかかる、産みたいけれ

ども、産めないというふうな話があります。特に

地方においては、地元の企業に勤める若い人は、

結婚してもなかなか所得水準が低いということも

あって、２人、３人とまで子供はつくれないとい

うふうに聞いております。この議場の中で、少子

化に幾らかでも貢献できるのは市長と原田議員で

すので、ひとつ頑張ってくださいとは言えません

けれども、よろしくひとつお願いをいたします。

次に、国道338号バイパスの件についてお伺い

、 、をいたしますけれども これ計画できてから40年

着工してからもう20年ということで、先ほど第２

工区2,590メーターですか、これはまだできてい

ないということなのですが、その中で用地買収が

45.2％、ここまでしか進んでいないということな

のですけれども、今下北半島縦貫道路を盛んにや

っています。これは、もうやってまだ年数たって

いないのですけれども、買収できないところは強

制収用してまでやると、もう現にかかっていると

ころもあると思いますが、何でこの国道338号の

ほうはこれだけ時間がたって土地買収ができない

のに、強制収用とかそういう手だてができないの

か、何かあるのでしょうか。これ国・県の仕事で

すから、ちょっと答えにくいと思いますが、もし

そういうあれがあったら、部長、ちょっと教えて

ください。

〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

〇建設部長（吉田 正） お答えいたします。

この国道338号、大湊地区のバイパスですけれ

ども、毎年、要は予算のつくのがちょっと少ない

といいますか、それがまず一番の原因ではないか

と思っております。現在用地取得のほうも確かに

進めているわけですけれども、ここ用地取得を進

めていくに当たっては、青森県のほうでは土地収

用法に基づく事業認定を申請するというふうに伺

っております。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） この道路、特にバイパス、国

道ですので、今までかなり、大畑のほうに行く、

私の前のほうのバイパスもそうなのですが、あそ

こも何カ所か強制収用かかって完成したという思

、 。いもありますので できればそういうのは早目に

ただ、45.2％ということになると、ほとんど何も

交渉していないような感じがします。

それと、下北半島縦貫道路に関しては、官民挙

げてかなり早期完成を訴えておりますが、この国

道338号については最近誰も余り言う人がいなく

なったということで、これ確かに北の防人だけで

はないのですが、原発の避難道路として、例えば

20キロ、30キロ圏外に避難するということになる

と、この下北半島縦貫道路もそうなのですが、や

はりここはやませよりも北風が多く吹く、西風が

多く吹くという形で、風上に避難するということ
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になると、どうしても西通り、川内、脇野沢のほ

うに避難したほうが安全だということもありま

す。

原発の再稼働ということで、市長初め立地市町

村長が陳情していますが、私はこの原発の再稼働

とあわせて、国道338号のバイパスの早期完成も

訴えていただきたいと、このように思います。市

長、どうでしょう。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 国道338号のバイパスにつ

いては、私自身もともかく遅いということは常に

認識をしているところであります。そのうえで、

県がこれ本気で取り組む姿勢となっているのかと

いうことも、重ねて繰り返し県には訴えていると

ころであります。この点で言えば、下北半島縦貫

道路のお話も出ましたけれども、下北半島縦貫道

路ですら要望してから20年たって、１年間で１キ

ロメーターしか進んでいないというような状況で

あります。その間に、一方で津軽地方では新幹線

が通ってしまいました。そういうことをしっかり

我々は、これまで下北総合開発期成同盟会の重点

要望としてそれぞれの道路について整備促進とい

うものを訴えてきたところでございますけれど

も、今後におきましても、事あるごとにそれぞれ

の道路、特に今回は国道338号のお話をいただき

ましたので、このバイパスについて青森県知事初

め関係機関に強く働きかけてまいりたいと、この

ように考えておりますので、ご理解を賜りたいと

存じます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） 市長、ひとつよろしくお願い

を申し上げます。

次に、日本遺産登録申請について再質問いたし

ます。先ほどは、平成35年までいろいろな形で申

請をしたいというお話がありました。文化庁では

2020年、東京オリンピックまで100件程度認定す

るということで、現在37件認定になっています。

あと３年ですか。その間にぜひ。私は、なってす

ぐと、やってすぐなれるものではないと、こう思

いますけれども、できれば2020年までにいろいろ

な形でそういうのができればと。ジオパーク、そ

して恐山、北の防人と連動した、そうした一大、

やはり何でも付加価値がないといけないのです。

北の防人に日本遺産という、頭にそういう付加価

値がついたときに観光コースとして非常によくな

るのではないかなというふうに思っております。

その中で、先ほど、合併以来7,000人の人口が

減少したということをお話ししました。下北地域

県民局の統計ですと、１人が年間消費する金額が

１年間で121万円だそうです。そうすると、単純

に今まで年間７億円の購買力が低下したと。今ま

で13年ですので、通算すると85億円の購買力が低

下したという計算になるわけです。これを補うの

はやはり交流人口、観光客がむつ下北でどのぐら

い買い物をして、宿泊してお金を使ってくれるか

ということだと思います。

４総監部で一番観光客が少ない舞鶴市でも

300万人弱の観光客があります。この大湊が日本

遺産にもし認定されて、そうすると北の防人、ジ

、 、 。オパーク 恐山 そして今総合体育館が建ちます

その観光客とスポーツによる交流人口、合わせて

舞鶴並みに300万人の入り込み人口を目指す。市

長はこの前 体育館の答弁の際に 交流人口100万、 、

人を目指すという答弁をしておりました。合わせ

て300万人の入り込み人口、観光客、交流人口を

ふやすと。どうでしょう、再度その意気込みをひ

とつお聞きいたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

この日本遺産の認定というのは、これは非常に

夢のある事業だなというふうに思います。ご提案

いただいております交流人口の拡大ということも
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我が市の課題でありますし、これは100万人を目

標に昨年策定させていただきましたまち・ひと・

しごと創生総合戦略の中で具体的な目標として提

示をさせていただいているところであります。

ただ、やはり100万人に来ていただいてどうい

うふうに過ごしていただくのかということが私は

大事だと思っておりますし、その中では滞在時間

というものがキーワードになってくると思いま

す。そして、この北の防人大湊の中で堰堤を含む

水源池公園、そして海上自衛隊の北洋館、そうい

ったところと組み合わせをしながら滞在をしてい

ただく工夫が必要だと思います。この点は、ジオ

パークの活動もそうでありますけれども、北の防

人という中ではボランティアガイドを養成するこ

とをしておりますし、今「キタモリＷｅｅｋ」と

いうことで、北の防人で市民の方々に活動してい

ただいて、多くの方々をお招きする活動もさせて

いただいております。その延長線上にこの日本遺

産の認定というものがあるというふうに思います

し、まずはしっかりそういった意味で中身をつく

っていく作業をして、タイミングを見てこの認定

ということになるのではなかろうかというふうに

思いますので、その点はご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（浅利竹二郎） 15番。

〇15番（大瀧次男） 何をやるのにも財政的な問題

があります。それでも、どこでも、どこにでもあ

るものでは生き残っていけないと、このように思

。 、 、 、います 市長には 独創的な考え方 期待をかけ

期待をしておりますので、よろしくひとつお願い

をいたします。

これで私の質問を終わります。ありがとうござ

いました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、大瀧次男議員の質

問を終わります。

ここで、昼食のため午後１時15分まで休憩いた

します。

午前１１時４４分 休憩

午後 １時１５分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎会議録署名議員の追加指名

〇議長（浅利竹二郎） この際、会議録署名議員が

不在となりましたので、会議録署名議員を追加指

名いたします。

９番菊池広志議員を指名いたします。

◎石田勝弘議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、石田勝弘議員の登壇

を求めます。８番石田勝弘議員。

（８番 石田勝弘議員登壇）

〇８番（石田勝弘） 市誠クラブの石田勝弘であり

ます。むつ市議会第231回定例会に当たり一般質

問を行います。質問は、海上自衛隊大湊基地につ

いて、むつ湾フェリーについて及び地熱発電につ

いての３項目であります。

まず、海上自衛隊大湊基地についてお伺いいた

します。むつ市議会では、浅利議長を先頭に、私

を含め10名の議員団が２月13日、14日の両日、東

北防衛局と防衛省に海上自衛隊大湊基地港内等の

浚渫及び艦艇配備についての要望活動を行ってま

いりました。国内には、海上自衛隊総監部は大湊

のほか横須賀、呉、佐世保、舞鶴の５カ所にあり

ますが、国防のために重要なイージス艦など大型

艦艇は水深の浅い大湊基地港内には接岸不可能と

なっております。平成26年度以降に係る防衛計画

の大綱及び中期防衛力整備計画におけるイージス

艦８隻体制を踏まえると、この配置、配備に関し
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ての大湊基地の役割が大きくなるとの国民、地域

住民の期待があります。

また、政府の地震調査委員会は、今後30年以内

に南海トラフ沿いにおいてマグニチュード８から

９の大地震が70％の確率で発生すると指摘してお

りますが、首都直下型も含め巨大地震等が現実と

なった場合、横須賀基地や呉基地は大きな被害を

受ける可能性があると考えられます。

このような事態になれば、北日本において唯一

海上自衛隊の基地機能を有する大湊基地こそ災害

物資の集積、艦艇整備及び補給支援等の補完基地

として重要視され、国民、地域、住民から大きな

期待が寄せられるものと認識しております。

しかし、現在の大湊基地港内は水深が浅く、海

上自衛隊が現有する大型艦の受け入れに制約があ

ることから、この期待に応えるためにも早急に港

内及び出入港水路の浚渫により、所要の水深を確

保する必要があると考えます。

むつ市と海上自衛隊の関係は、今から115年前

の明治35年に日本海軍大湊水雷団が配備されたと

きからであり、現在は海上自衛隊大湊地方隊及び

第25航空隊と航空自衛隊第42警戒群が配備されて

、 、おり 近年では国内で大規模な災害が発生した際

災害派遣により海上自衛隊大湊基地関係者の果た

した役割と実績は、多くのむつ市民にとって心強

い存在であり、共存共栄の関係であります。

また、芦崎湾に位置する大湊基地は、地形的に

波静かな天然の要港であり、安全管理上有利とな

る基地港内に１万トンドックが設置され、海上自

衛隊艦艇が停泊する際の好条件が整っておりま

す。

浚渫が済めば、これまで以上に艦艇の出入港が

多くなり、現在函館ドックに頼っている大型艦の

点検修理業務等が大湊港内の１万トンドックを活

用することで地元での業務の増大による産業、経

済を初めとした地域の活性化にもつながっていく

ものと思います。

さらに、東通村の原子力発電所に何らかの事故

があった際は、自衛隊艦艇による海路避難が考え

られます。

以上のことを全てかなえるためにも、まず基地

港内の浚渫が一番と考えます。基地港内の浚渫工

事をスムーズに進めてもらうためには、むつ市及

び議会は今後どのようにすべきか。

そこで、次の３点についてお尋ねいたします。

１、海上自衛隊のむつ市への貢献について。

２、基地港内の浚渫工事について。

３、東通原発事故の際の海路避難について。

次は、むつ市脇野沢と外ヶ浜町、蟹田を結ぶむ

つ湾フェリーへの財政支援の問題についてであり

ます。青森県では、新たな新幹線駅の奥津軽いま

べつ駅の周辺地域と下北地域を含む県全域と道南

地域の交流を促進し、青森県全域と函館市を中心

とする道南地域を一つの圏域と唱える津軽海峡交

流圏の形成を進め、圏域内の交流の活発を図ると

ともに、圏域外からの人口交流の拡大と訪問者の

、 。滞在時間の質的 量的拡大を目指すとしています

一方、むつ湾フェリーは津軽半島と下北半島の

両半島の地域振興と北海道新幹線開業後における

広域観光の役割を担っており、また県が進める津

軽海峡交流圏に向けた取り組みを進める上でも重

要な海上交通となっております。

昨年３月に新幹線が函館まで延伸いたしました

が、その１年前の平成27年１月14日に宮下市長は

函館市を訪問し、函館市長工藤氏と会談し、下北

と道南の両地域の観光面での連携に取り組むこと

で一致したと報道されております。

また、むつ市長は、大間町と函館市がフェリー

で結ばれていることを上げ、観光客に函館行きは

新幹線を使い、帰りはフェリーを使って恐山や仏

ケ浦など下北の風光明媚な場所を見て帰ってもら

う方法もあると説明しているとの報道もありまし
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た。観光客がバス等で仏ケ浦に立ち寄れば、脇野

沢は目と鼻の先です。脇野沢から外ヶ浜へは

22.6キロ、所要時間60分で結んでいるのがむつ湾

フェリーであります。

会社は、青森県、むつ市、外ヶ浜町などが出資

。 、する第三セクターで運営されております しかし

平成23年３月11日に発生しました東日本大震災の

影響を受け、平成23年度には4,100万円の赤字を

計上、以来平成27年度までの５年間連続で赤字を

計上し、約7,600万円の累積赤字となっておりま

す。

去る１月25日に県の企画政策部長がむつ市役所

を訪れ、平成23年、平成24年度分のむつ湾フェリ

ーの赤字分約5,200万円を解消するため、その１

、割に当たる約500万円の財政支援を求められた際

むつ市の厳しい状況やフェリー事業の先行きが不

透明であることを理由に、支援は難しいと応じな

いことにしたとのことでございます。さらに市長

は、支援を求める理由として東日本大震災を挙げ

ていたが、震災がなくても状況はそんなに変わら

ないのではないかと指摘しながら、この問題を先

送りにすれば県民の負担がさらに増すことにな

る、早くけじめをつけるべきだと航路の廃止もや

むなしとの意向も示したと報道されております。

そこで、むつ湾フェリーについて２点ほどお伺

いいたします。

１、青函観光圏の中でのむつ湾フェリーの位置

づけについて、市長の思いはどうか。

２、むつ湾フェリーへの財政支援の協力要請に

ついて、市長の考えをお聞きいたします。

最後は、燧岳周辺地域の地熱発電事業計画につ

いてお伺いいたします。私は、この件に関しまし

て、昨年３月のむつ市議会第227回定例会に続き

５回目の質問でありますので、簡潔に質問いたし

ます。

前回は、平成27年度に行われた地表調査の結果

や平成28年度以降の調査などの計画についてお伺

いしたところ、平成27年度の調査では、地熱発電

に適した地熱貯留槽が存在する可能性がある箇所

が絞られたこと、平成28年度は林道が整備されて

いるなどの地形的条件を踏まえ、1,500メーター

の掘削調査を行う、そして平成29年度は掘削箇所

での蒸気の噴出試験を行うことで地下の温度及び

蒸気量を確認する予定との答弁がありました。

以上のことを踏まえ、次の２点について質問い

たします。

１、平成28年度の事業の進捗はどうなのか。

２、平成29年度以降の事業計画はどうなってい

るのか。

以上、市長及び理事者におかれましては、明快

かつ前向きなご答弁をお願いし、壇上からの質問

といたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 石田議員のご質問にお答え

いたします。

まず、海上自衛隊大湊基地についてのご質問の

１点目、自衛隊大湊基地によるむつ市への貢献に

、 、ついてでありますが 自衛隊とむつ市との関係は

さかのぼること明治35年の旧海軍大湊水雷団の創

設を始まりとしております。以来、歴史的には

100年を超えるつながりを築いてきたところであ

ります。この間、自衛隊員の皆様方は北の守りの

かなめとして任務に当たられるとともに、それぞ

れが地域に溶け込んでいただき、市民の皆様とも

さまざまな交流を持っていただいたことにより、

むつ市と自衛隊との協力関係は確固たるものが築

かれてまいりました。

歴史を振り返りますと、海上自衛隊大湊基地及

び航空自衛隊大湊分屯基地からむつ市に対しまし

て、多大なるご貢献をいただいていることは言う

までもありません。業務関係の地元調達や、隊員
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の皆様の日常生活における消費活動等、さまざま

な分野で地域経済の振興に大きく寄与していただ

いております。

また、隊員及びご家族の皆様の市政各般にわた

ってのご支援、ご協力は言うに及ばず、災害時の

協力体制の構築等、当市にとりまして大変重要な

ものとなっております。

私は、こうしたこれまでのご貢献に報いたいと

の思いから、自衛隊に寄り添い、側面から支援す

るため、平成26年12月にむつ市在住の自衛隊員の

皆様を対象とした「隊員家族あんしん協定」を海

上自衛隊大湊地方総監部及び航空自衛隊42警戒群

と締結しております。これは、災害派遣時等に留

守を守るご家族の皆様が抱く子育てや介護などに

対する不安感を少しでも軽減し、派遣されている

隊員の皆様が安心して任務に専念できるように市

が支援を行う取り組みであります。

今後におきましても、各方面との連携を深め、

できる限り自衛隊の支援体制の充実に努めてまい

りたいと考えております。

次に、ご質問の２点目、基地港内の浚渫工事に

ついてお答えいたします。現在の大湊基地港内の

水深は、約10メーターであり、大型艦船の接岸に

は制約があるとのことであります。海上自衛隊大

湊基地内の浚渫の必要性につきましては、先般２

月14日、市議会の皆様におかれましては、防衛大

臣に対しまして、むつ市と連名で海上自衛隊大湊

基地内の浚渫及び艦艇配備について要望されたと

ころでありますが、私も昨年11月18日に下北地域

広域行政事務組合管理者として大湊消防署庁舎建

設事業について防衛省において要望活動を行った

際に、大湊基地港内の浚渫の必要についてご説明

申し上げたところであり、東北防衛施設局長並び

に大湊地方総監にもその旨お伝えしております。

さらに、先般２月16日に下北・むつ市企業連携

協議会の皆様とともに、防衛大臣に対しまして要

望活動を行ってまいりました。基地港内の浚渫に

つきましては、想定されている首都直下型も含め

巨大地震等が現実となった場合、北日本において

唯一海上自衛隊の基地機能を有する大湊基地こそ

災害物資の集積、艦艇整備及び補給支援等の補完

基地として重要と考えられますことから、その受

け入れる準備があるということを今後も引き続き

、 、むつ市議会の皆様とともに また官民一体となり

各方面に対しまして強く必要性を訴え、要望活動

を続けてまいりたいと考えております。

また、１万トンドックは、約3,500トンの護衛

艦「きり」クラスまでは実際に使用していると伺

っておりますが、喫水の関係で、これを超える艦

艇は入渠できないとのことであります。

現在函館ドックで行っております艦船の検査、

修理等の一部が大湊基地内のドックでも可能とな

りますと、地元への経済効果は大変大きいものと

認識しております。また、高度な技術を要求され

る艦船修理に対応できるよう、修繕等に携わる技

術者のレベルアップにもつながるものと考えてお

ります。

１万トンドックの能力を最大限活用するために

は、大型艦船の入渠が可能となることが必要であ

り、そのためにも基地港内の浚渫が重要であると

考えております。

次に、ご質問の３点目、東通原発事故の際の海

上避難対策についてお答えいたします。平成28年

３月に青森県が示した東通原子力発電所の原子力

災害時における広域避難の基本的な考え方におい

ては、むつ市民の避難については自家用車とバス

を使用して陸路避難のほか、民間船舶を活用する

とともに、県知事からの災害派遣要請による海上

自衛隊の艦船による海路避難を基本としておりま

す。

災害発生時における自衛隊艦船による避難につ

いては、自衛隊艦船の全国的な活動状況により、
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本県での活動も変動いたしますことから、災害時

の輸送能力は明確に算出できない状況にありま

す。

しかしながら、海上自衛隊では、東日本大震災

の際には地震発生の約１時間後には横須賀、呉、

佐世保、大湊、舞鶴基地の護衛艦など計42隻が出

港し、地震発生から２日後の13日までには計60隻

の艦船の派遣を実施した実績があります。このよ

うなことから、広域避難における住民の皆様の輸

送に大きな力を発揮していただけるものと考えて

おり、大型艦船での輸送が可能となった場合は、

さらなる輸送力の向上が期待されるものでありま

す。

東通原子力発電所の原子力災害時における住民

の海路避難につきましては、原則的には大平岸壁

からの避難となっておりますが、迅速かつ多量な

輸送力確保という観点からも、大型艦船による避

難も可能となる大湊港の活用に向けた浚渫につい

、 、て 引き続き国に対して要望してまいりますので

ご理解を賜りたいと存じます。

次に、むつ湾フェリーについてのご質問の１点

目、青函観光圏において、むつ湾フェリーをどう

いう位置づけで考えているのかについてお答えい

たします。平成28年３月26日の北海道新幹線新青

森駅―新函館北斗駅間の開業により、各地から北

海道新幹線で函館に入り、帰りは函館―大間を結

ぶフェリー「大函丸」を利用し、下北地域を経由

して各地へ移動する新たな観光周遊ルートが設け

られました。

観光周遊ルートの企画や設定をする場合、交通

機関等の選択肢が多いことは、個人旅行者や旅行

会社の商品開発におきましても、さまざまな趣向

に合わせた旅行プランを立てることができますの

で、青森県の青函観光圏における位置づけとして

は、むつ湾フェリー株式会社が運航するフェリー

航路は選択肢の一つとしてその役割を担っている

ものと伺っております。

次に、ご質問の２点目、むつ湾フェリー株式会

社への財政支援の協力要請についてお答えいたし

ます。２月１日の定例記者会見において、新聞記

者からのむつ湾フェリー株式会社が青森県公社等

経営評価委員会からＤ評価を受けており、緊急の

改善が必要との意見が出されていることから、市

の財政への影響がないかとのご質問に対して、私

がこれまでの経緯や今後の課題や見通しなどから

総合的に判断し、むつ湾フェリーへの支援は難し

いとお答えしたことについてのお尋ねと存じま

す。

去る１月25日、青森県の担当部長、むつ湾フェ

リー株式会社の代表取締役社長が当市においでに

なり、むつ湾フェリー株式会社の財務状況につい

てご説明を受けたところであります。その内容と

いたしましては、平成27年度決算において、約

7,600万円の累積赤字を生じており、その要因は

平成23年３月に発生した東日本大震災の影響によ

る平成23年度及び平成24年度の収益の減少による

決算額が大きいということでありました。また、

この２カ年の欠損額5,224万8,000円の解消につい

て、青森県、外ヶ浜町及び当市とで協調して支援

できないかというものでありました。その中で、

具体的な金額として、むつ市から522万5,000円の

支援を求められたものであります。

むつ湾フェリーに対する財政支援につきまして

は、当市の厳しい財政状況に加え、青森県公社等

経営評価委員会からの３年連続でのＤ評価を受け

ており、今後の事業展開も不透明な中で、市民の

皆様のご負担をふやすことにもなるため、到底措

置できないものであると考えております。

なお、平成22年９月に開催されましたむつ市議

会第205回定例会において、むつ湾フェリー株式

会社の自立化を促進するため、平成20年度から平

成22年度までの３カ年で支出した株券を無償譲渡
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するとした議案の審議において、今後は支援はし

ない旨のお答えをしており、これが継続した市の

方針と理解しておりますので、ご理解を賜りたい

と存じます。

次に、地熱開発、地熱発電についてのご質問に

お答えいたします。ご質問の１点目、平成28年度

の事業の進捗についてでありますが、平成27年度

に実施した調査により、地熱発電に適した地熱貯

留槽が存在する可能性がある箇所が絞られました

ことから、平成28年度は掘削調査等を実施する予

定でありました。

しかしながら、平成28年度に入り、補助金申請

先の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機

構、通称ＪＯＧＭＥＣから、これまでの鉛直ボー

リング工法に比べて事業費がかさむため、事業の

助成率が100％となっている地方自治体などには

認めていなかったコントロールボーリング工法を

認める方針へと変更になったことが伝えられ、今

後、より精度の高いこの方法を用いて、地熱貯留

槽へのアプローチをするための地上の掘削地点の

再選定を求められたところであります。このよう

なことから、平成28年度はこの工法を前提とした

掘削地点の再選定を行い、予定していた掘削調査

を平成29年度以降へと変更したところでありま

す。

ご質問の２点目、平成29年度以降の事業計画に

ついてでありますが、掘削地点や掘削工法の変更

によりまして、新たに温泉法による温泉掘削許可

の取得が必要となるほか、燧岳地域の自然環境等

を把握するための大気汚染や騒音、水質などの環

境調査や既存温泉へのモニタリング調査などを行

いながら、掘削調査や蒸気の噴出試験を実施する

こととなります。

しかしながら、これまで100％であった本事業

に係る助成率が、平成29年度からは75％へ変更と

なり、多額の財政負担が生じますことから、財源

の確保を含む事業スキームについて今後検討して

いく必要があるものと考えております。

いずれにいたしましても、地域振興を図るうえ

でのあらゆる可能性を秘めた重要な事業であると

認識しておりますので、財政状況を勘案しつつ、

事業性の評価も行いながら、地熱開発に取り組ん

でまいりたいと考えておりますので、ご理解賜り

たいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） 詳しいご答弁、ありがとうご

ざいました。順次再質問させていただきます。

まず、自衛隊大湊基地港内の浚渫についてであ

りますが、先ほど市長も、昨年の11月18日、そし

て今年の２月16日、それぞれ防衛省関係、あるい

は防衛大臣について浚渫の要望事項をしていただ

いたということで、非常に感謝申し上げます。

市長は、浚渫への思いやりは私たちと同じ共有

しているわけでございますが、ただ私たちが先日

要望活動で防衛省にお伺いしたときには、各部署

。 、においていろいろ感想がありました というのは

総監部は日本に５つあるから、そう簡単に大湊ば

かりにかかわっていられないよという代議士の先

生や、それとあと防衛省の関係者は、感触はすご

くよくて、やるためにはどのぐらいかかるのかと

いう、その想定した試算もしていました。ですか

ら、そんなに遠くない将来浚渫が行われるのかな

と思いながら、だけれども、やはり早目にという

意味で考えますと、早期に浚渫工事の調査費なり

が計上されることが望ましいのですが、そのため

にもむつ市では多くの市民や市内の商工業者の皆

様にもそういうムードづくりをしていただくべき

と思うのでありますが、それに対して市長の思い

をお聞かせください。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

私この問題については、要望し続けるといいま
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すか、声を出し続けるということがまず必要だと

思いますし、今後も、先ほどの答弁のとおりであ

りますが、引き続き市議会の皆さんと要望をして

いきたいと思います。

ただ、これが実際浚渫されるかどうかというこ

とは、防衛計画というものに基づく事業になりま

すので、我々としてはそういったことがある場合

には受け入れる準備があるということを言い続け

ることが大事だと思っています。

そして、官民挙げて、これを機運を醸成すべき

だという意見も、まさに私そのとおりだと思って

おりまして、そういう観点から、２月16日に下北

・むつ市企業連携協議会の皆様とともに防衛大臣

に対しまして、地域の声として企業の方々も含め

て行ってまいりました。この下北・むつ市企業連

携協議会は、下北とむつ市内にある70社から成る

連携協議会でありまして、そういった方々と一緒

に要望活動することで、地域の声としてお届けを

していくということで考えておりますので、ご理

解を賜りたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） ぜひそのように市長も一生懸

命やっておられますから、我々議会も一緒に協力

していきたいと思います。

去年の10月11日の参議院の予算委員会で、これ

は民進党の議員ですが、白眞勲議員という方が、

この大湊港のイージス艦の配置とか浚渫も含め

て、そういうことを発言しておられました。そこ

でその議員は、東通原発で何か事故が起こった場

合の避難計画はどうなっているかに対して、その

当時の山本国務大臣が、東通原発の避難計画につ

いては必要に応じて実働組織や青森県知事等の要

請により大湊港が利用可能な場合には、その活用

も含めて住民の避難指示を行うと、こう明言して

おりますので、その点についても何よりも先に浚

渫でございます。我々も一生懸命取り組んでまい

、 。りますので 今後ともよろしくお願いいたします

次は、むつ湾フェリーについてお尋ねします。

むつ湾フェリーについては、壇上で申し上げたと

おり、私としては結局函館まで延伸した新幹線を

どのようにして、では帰りは使うのかということ

を、新幹線が延伸される前に実施したアンケート

調査によりますと、旅行は新幹線だけでなく、フ

ェリーなどの他の交通機関を活用してゆっくり周

遊したいという人が30％いるということでありま

す。したがって、私としては今函館から大函丸で

、 、大間町に来てマグロを食べたり それから下風呂

恐山、仏ケ浦と来て、ゆっくり下北に宿泊してい

ただいて、ここで経済的に潤していただきたいと

いう思いもありますし、それからその後脇野沢か

ら１時間の津軽半島、つまり外ヶ浜町の蟹田に渡

、 、れば そちらの奥津軽いまべつ駅近隣市町村では

例えばですが、地元に伝承されている伝統芸能の

、 、荒馬 荒馬と書いてアラマと読むのだそうですが

それなどいろんな企画をし、観光に力を入れてい

るということで、ぐるっと回ることによって下北

の観光もいいのかなと、いい影響になるのかなと

思います。

実際函館―大間間は１時間半でございますが、

脇野沢―蟹田間は１時間であります。そういうこ

とを考えると、市長が平成27年１月14日ですか、

函館市長とお話しした、そういう話にも結びつく

と思うのですが、先ほどの話だと、どうもなかな

、 、か補助金も出さない それは２番目のほうですが

そういうことで、まず市長はむつ湾フェリーの位

置づけをどのように考えているか。下北半島、津

軽半島、それから道南、その中にあってむつ湾フ

ェリーがある。それをまずどのように考えている

のか、それをお聞きしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

むつ湾フェリーの位置づけということでありま
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すが、少し論点が錯綜していますので、私函館市

長に面会をさせていただいたときのお話として

は、まず新函館北斗駅まで新幹線が延びるという

ことを考えたときに、行きは新幹線を使って青函

トンネルの中で、暗い中でと、そのときは表現を

しましたけれども、函館まで来ると。帰りは、明

るい津軽海峡を通って、そして下北に寄って、ま

た首都圏に帰ると、こういうルートがあり得るの

ではないかというふうなことを提案させていただ

きました。したがいまして、そのときに提案をさ

せていただいた海路というのは、これはあくまで

も「大函丸」のことを想定して提案させていただ

いたということであります。

その先というか、むつ湾フェリーの位置づけと

いう意味におきましては、私観光ということのキ

ーワードを２つ考えると、まず１つは周遊と、ぐ

るっと回るということと、それから交通モード、

どういう乗り物に乗っていくかということが大き

な要素になってくるのではないかなというふうに

思っています。そうした中で、むつ湾フェリーが

果たしている役割というのは、これは平舘海峡に

なりますか、下北半島と、それから津軽海峡を行

き来するという意味では周遊であるし、さらには

船というのは、これ日常的にはなかなか味わえな

い交通モードでありますから、そういったところ

に乗るというのは、少し楽しい観光ができる要素

にはなってくるのかなというふうに考えていると

ころであります。

この青函観光圏における位置づけということで

いきますと、そういったことで言えば、その選択

肢の一つといいますか、周遊という意味における

選択肢の一つとして位置づけられているというふ

うには認識はしています。

ただ、この経営をどうするか、市民の負担をど

うするかという問題については、この位置づけと

は全く別の次元で考えられるべき問題だというふ

うに考えておりますので、その点はご理解をいた

だきたいと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） まず、500万円の支援、援助

についてちょっと難しいというお答えになった

と。しかも、平成23年度の大震災だけが原因でな

いだろうという思いがあると、こういう話でござ

いますので、そうなれば、このままずっと赤字が

重なっていくということになれば大変なのです。

今回の場合、全部で5,224万8,000円という赤字が

この２カ年であるのです。それに対して、県と外

ヶ浜町とむつ市で７対２対１の割合で補助してく

ださいというお願いだったと思うのです。県はそ

の際は3,657万3,000円負担、外ヶ浜町は1,045万

円の負担、むつ市はその半分、522万5,000円の負

担というようなお願いだったわけです。これを先

ほど言いましたように、平成22年まで、もうそこ

であとは負担しないよという取り決めがあったか

ら今後はそうなのだという市長のご答弁ですが、

それでは、例えば今のこの時点、5,224万8,000円

は、むつ市が負担しないとすると、そうするとそ

の分を県が負担すべきだという考えでしょうか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） その点について、どこが負

担すべきかということについて申し上げる立場で

はないと理解しています。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） 実際は、県と外ヶ浜町、外ヶ

浜町は負担しますと言っているみたいですので、

県も負担すれば、約4,700万円の負担になるのか

なということになって、あとむつ市の部分はその

まま置いて、それが累積赤字にただ積み重なる、

こういうことでいくわけですね。その後、まだ平

成25年には1,500万円、平成26年には890万円、平

成27年には17万円という赤字にはなっています。

青森県公社等経営評価委員会の評価ではＤ評価
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で、緊急の改善が必要だよという指摘をされてい

るのもわかっております。果たして、例えばむつ

市が支援しないということで、つまり地元がそん

なに負担するのに熱心でないのだから県が負担す

るわけにいかないということになったら、ここは

航路は廃止せざるを得ないと思うのですが、その

辺はどう思いますか。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 今我々現実に私どもから支

出をしないというふうな判断をしておりますの

で、その航路の廃止について私どもから申し上げ

る立場にはないと思っています。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） 確かにこちらから申し上げる

問題ではありません。しかしながら、新聞にある

ように、これ以上県民負担もさせられないよとい

う思いであれば、ではずっと、この後平成28年度

もまたマイナスになりそうでありますが、このま

までいったら、このフェリーはもうお荷物といい

ますか、そうなる。そうすれば、やっぱり市長と

しての本当の気持ちはどうなのかなと。その辺お

聞きしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 航路の廃止についてという

ことについては、申し上げる立場にないというの

はそのとおりなのですけれども、私の気持ちを申

し上げれば、この522万円という金額を簡単に要

求をしてこられましたけれども、これとてつもな

く我々の自治体にとっては大きい額です。例えば

ですけれども、午前中に大瀧議員からご質問のあ

りました第３子の給食費無料ということは、この

522万円があればほとんどできるわけです。です

から、そういった政策経費を先行きの見通せない

ものの中に投入することはできないというのは、

これは恐らくこの議場にいる全ての人たちが共感

していただけることだと私は理解をしています。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） まず、わかりました。そうい

う思いがあるというのはわかりましたので、もう

これ以上申し上げることも私もありません。

次は、燧岳周辺の地熱発電についての再質問を

２点ばかり。今後の地熱発電事業について、市長

は今までどおりで考えているか、それとも何か今

度はお金もかかることだしどうなるのかと心配し

、 。ていますが その辺の胸の内をお願いいたします

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 地熱開発についての思いと

いうことであると思います。地熱開発は、調査の

開始から運転開始まで最低でも10年を要するとい

う非常に長いスパンの事業であるというふうに言

われています。当市におきましては、掘削地点の

再選定や国の助成率の見直しなど、この取り巻く

状況が変化をしておりまして、今後も開発を進め

ていく上でさまざまな課題に直面するということ

だと思っています。ただ、直面するであろう課題

を着実にクリアしながら、本事業を進めていくと

いう考えに変わりはございません。

、 、 、地熱というのは 発電のみならず 熱水の２次

３次利用、カスケード利用と言ったりしますけれ

ども、この多目的かつ他段階に活用可能な夢が広

がる事業であるとも考えております。当市の燧岳

は、その夢を広げるポテンシャルを持っているこ

とをこれまでの調査結果が物語っておりますし、

私自身もその可能性を信じて大きな期待を寄せて

いるところであります。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） まず、今までと同じ熱意があ

るということがわかりまして、ほっとしておりま

す。

そこで、具体的に言いますと、今までは100％

。 、の補助でいろんなことができました これからは

４分の３しか補助できない。ただ、４億円の規模
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の掘削調査、あるいは熱噴出調査など考えられま

すが、そうすればむつ市の持ち出しが１億円なわ

けです。そうすると、先ほどの500万円でも大変

、 、 、 。なのですが １億円 どうですか 大丈夫ですか

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

非常に大きな負担が必要になってくるというこ

とは、今の時点でも明らかになっているところで

ありますけれども、この負担を極力なくなる方法

もこれからしっかり検討していかなければいけな

いと思います。ですから、事業スキームや財政状

況をにらみながらの事業展開にはなるというふう

に思っておりますけれども、大畑地域、ひいては

当市全体の振興につなげるうえでも非常に重要で

ありますので、鋭意推進してまいりたいと考えて

おります。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） ８番。

〇８番（石田勝弘） そのためにも、民間の活力を

十分に使うといいますか、ご協力いただいて進め

るようにしたらいかがかなと思うところですが、

最後に市長の意見をお願いします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） この地熱に関する取り組み

も、官民を挙げてしっかりと取り組んでまいりた

いと存じます。

〇議長（浅利竹二郎） これで、石田勝弘議員の質

問を終わります。

、 。ここで 午後２時20分まで暫時休憩いたします

午後 ２時０５分 休憩

午後 ２時２０分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

◎横垣成年議員

〇議長（浅利竹二郎） 次は、横垣成年議員の登壇

を求めます。５番横垣成年議員。

（５番 横垣成年議員登壇）

〇５番（横垣成年） 日本共産党の横垣です。むつ

市議会第231回定例会に当たり一般質問を行いま

す。市長を初め理事者におかれましては、前向き

のご答弁よろしくお願いいたします。

さて、１月16日公表の報告書「99％のための経

済」は、社会の安定を脅かすまでに拡大した経済

的格差の実態を分析いたしました。世界で最も富

裕な１％の個人が地球上の残りの人々を上回る富

を所有している、最も富裕な８人が持つ富は、世

界人口の貧しい半数36億人が持つ富に等しいと指

摘しております。格差拡大の原因は何か。同報告

が着目したのは、世界中での労働者と下請業者か

らの搾取や税逃れでございました。巨大企業と超

富裕な個人の双方が中心的な役割を演じているの

であると述べております。１％への富や格差を理

解し、99％に軸足を置くリーダーたちは 「世の、

中は混沌としている 「先行きが見えない不透」、

明な時代」などという表現はいたしません。99％

の目標は明確であります。格差を是正することで

あります。それが政治の役割であります。

アメリカニューヨーク州は、１月３日、全米で

初めて公立大学の授業料を無料にすると発表しま

した。州議会の承認が得られれば、今秋から実施

いたします。アメリカでは、大学や大学院の進学

のため、学生自身がローンを組むのが一般的で、

平均３万から４万ドルの借金を背負って社会に出

ることになります。３日に会見したニューヨーク

州のクオモ知事は、現状を、足にいかりをつけて

レースを始めるようなものだと批判し、ニューヨ

ーク州は解決に乗り出すと述べました。

フィリピンのドゥテルテ大統領は、国立大学の

授業料無償化を選挙公約としておりました。こと
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し１月、フィリピン大統領府直属の高等教育委員

会は、国立大学の授業料無償化をことし６月から

実施する計画をつくりました。日本はというと、

重い重い腰をようやく上げ、月額２万円から４万

円を住民税非課税世帯という極めて限定的な対象

者に対し、給付制奨学金を実施する予定でありま

す。99％のための経済、そして政治を求め、一般

質問に入ります。

質問の１点目、道路についてであります。私道

の寄附についてお聞きをいたします。現在のむつ

市が受ける私道の寄附、平成24年度以降の実績を

お聞きいたします。

次に、私の身近なところで私道の寄附を受けて

ほしいという声があります。しかし、そこは側溝

がありません。したがって、そのような私道の砂

利道解消はなかなか進まないというのが現状でご

ざいます。むつ市は、側溝のない私道でも寄附を

受け付けるなど、寄附基準を引き下げ、砂利道の

解消を初め住みやすい住環境を整えるべきと考え

ますが、お聞きをいたします。

質問の２点目、市民連携についてであります。

行政連絡員の今後の方向性などについてでありま

す。市が行政連絡員に協力していただいているこ

とは、どういうものがあるのでしょうか。また、

説明会や会議などに集まってもらう回数は、平均

で年間何回くらいあり、そして１回当たり何時間

。 。くらいなのでしょうか 現状をお聞きいたします

次に、市が行政連絡員について説明をしている

という話を聞きました。行政連絡員について、今

までと違う方向で検討しているのでしょうか。ま

たは、行政連絡員の拡充、充実で検討しているの

でしょうか。行政連絡員の今後の方向性について

の市の考えをお聞きいたします。

質問の３点目、原子力の諸問題についてであり

ます。ある政党は、原子力について、以下のよう

に述べておりました 「国民世論が再稼働の前に。

立ちはだかっている。福島第一原発事故は収束に

ほど遠く、８万1,000人もの人々が避難生活を強

いられている。原子力規制委員会の世界で最も厳

しい基準は、重大事故対策でもＥＵ諸国の基準に

はるかに及ばず、安全神話の復活だ。２年近い原

発ゼロの体験で原発なしでもやっていけることが

国民的認識となった。高速増殖炉「もんじゅ」の

廃炉は核燃料サイクルの破綻を意味する。使用済

み核燃料の処理方針の破綻を意味する。原発は、

国民に巨大な経済負担、今のところ21.5兆円を強

要する。したがって、原発ゼロの決断と一体に再

生可能エネルギーの飛躍的普及を図る」と表明い

たしました。実によくコンパクトにまとめている

なと感動するところであります。

そこで、お聞きをいたします。

１点目、むつ市は国の原子力推進に対し、どう

いう立場であるのでしょうか。そして、その理由

もお聞きをいたします。

２点目、どんな世論調査でも、原発再稼働反対

は５割を超えます。むつ市も同様だと思います。

そこで、原発について住民アンケートなどを実施

し、住民の意向に沿った市政を実施するべきと考

えますが、お聞きをいたします。

３点目、使用済燃料中間貯蔵施設に運ばれた使

用済み核燃料は、確実に搬出されることをむつ市

は確認しているのでしょうか、お聞きをいたしま

す。

４点目、原子力発電のない隣の岩手県に学び、

地域力を強化することに知恵を尽くし、原発に頼

らないむつ市にすべきと考えますが、お聞きをい

たします。

以上、壇上からの質問といたします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

（宮下宗一郎市長登壇）

〇市長（宮下宗一郎） 横垣議員のご質問にお答え

いたします。
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まず、道路についてでありますが、私道の寄附

につきましては、昭和57年３月に公衆用道路用地

の寄附による取得基準要綱を制定し、その取り扱

いを定めたところでありますが、合併後の取り扱

いについて統一するため、平成24年２月に一部改

正を行い、寄附要件を緩和し、運用しているとこ

ろであります。

平成24年度以降の実績でありますが、12件につ

いて寄附を受けております。寄附を受ける要件と

いたしましては、公衆の利用度が高いもの、道路

の構造または工作物に著しい損傷がないものとし

ておりますが、未舗装等の整備が行われていない

道路であっても、その延長及び幅員並びに道路排

水の流末などの要件を調査したうえで寄附採納の

可否について判断させていただいております。

また、私道の整備に対しては、平成４年にむつ

市補助金等に関する規則に基づき交付要綱を制定

し、補助金を交付しておりますが、平成26年に一

部改正を行い、特定の私道について補助率を10分

の６に引き上げし、町内会等が行う私道の整備に

対する負担を軽減しておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。

次に、市民連携についてのご質問の行政連絡員

の今後の方向性などについてお答えいたします。

行政連絡員制度は、市長及び市の機関の連絡等に

関する事務の一部を行政連絡員に嘱託し、市政の

円滑な運営を図ることを目的として、旧むつ市に

おいて昭和39年に制定されたものであります。

現在行政連絡員の皆様に対して市から依頼して

いる事務といたしましては、具体的には広報紙等

の配布及びチラシ類の折り込みのみとなっており

ます。また、年に２回、むつ市行政連絡員連絡協

議会の総会を開催し、情報交換等をしていただき

ながら行政連絡員同士の連携を図るとともに、市

政に関する情報等をお知らせする場を設けている

ところでもあります。

行政連絡員の皆様には、市の広報、広聴施策を

展開するうえで長年にわたり重責を担っていただ

いているところであり、深く感謝を申し上げる次

第であります。

現代社会におきましては、市民の皆様のライフ

スタイルやニーズも多様化しており、市としての

取り組みや解決すべき課題も多岐にわたってきて

おりますことから、このような取り組みなどにつ

きましては、行政だけでは到底なし得るものでは

なく、市民の皆様との協働や地域団体独自の活動

等、まさに市民力の結集が不可欠であると認識し

ております。

また、市民の皆様との連携をより深め、市民協

働によるまちづくりを推進するうえでは、行政と

市民の皆様をつなぐ地域のまとめ役の存在が今後

ますます重要となってまいります。

そのような流れの中で、市ではよりよい形で市

民協働のまちづくりを進め、地域コミュニティの

活性化を図るための検討を重ねているところであ

りまして、市民の皆様にとって最も身近な地域の

自治組織であり、市とともに歩むまちづくりの大

事なパートナーである町内会との連携をより強固

なものとしていきたいと考えており、行政連絡員

制度につきましては、今後各地域の行政連絡員の

皆様に制度の廃止も含めた見直しについてご説明

をさせていただいているところであります。

今後行政連絡員制度を廃止することとした場合

には、現在行政連絡員に依頼しております広報紙

の配布業務については、現状行政連絡員と町内会

長を兼務をされている方が多いこと、また広報紙

の配布に当たって町内会の班長さんや配布員さん

にご協力をいただいている町内会が多いことなど

から、引き続き町内会に担っていただき、町内会

への加入促進のきっかけにつなげていただきたい

と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。
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次に、原子力についてのご質問にお答えいたし

ます。原子力の諸問題についてでありますが、ま

ず市は国の原子力政策に対してどういう立場か、

またその理由についてでありますが、当市で事業

が進められている国の核燃料サイクル政策につい

てお答えをさせていただきますと、国がエネルギ

ー基本計画に基づき、核燃料サイクル政策の推進

として安全確保を大前提にむつ中間貯蔵施設の竣

工等を進めると明確に当該計画の中で位置づけ、

これまでのむつ市とむつ市民の皆様の選択を継承

するということから、これに協力をする立場であ

るという考えでおります。

次に、住民アンケートを行い、その結果に基づ

いて市政を行う考えはないかについてであります

が、地方自治の仕組みは、憲法や地方自治法等に

よって直接民主主義と間接民主主義が併合されて

いるいわゆる民主主義の学校として機能しており

ます。そこでの民意の反映のさせ方といたしまし

ては、選挙を通じて選ばれた代表者が代弁する仕

組みが基本となります。

住民アンケートを行い、そのことをもって重要

な政策決定をしていくこと自体、民主主義的な正

当性が単純には認められないと考えております。

したがいまして、私といたしまして、そういった

アンケートの結果をそのまま政策決定をする、い

わゆるゼロベースで決めるということは基本的に

は考えておりません。すなわちアンケートは、制

度的な保障を受けた我が国の法に基づく民主主義

の仕組みではなく、それはある政策の成案を得る

過程で用いる手法の一つであると考えています。

私は、さまざまな場面で市民協働や市民連携とい

うことは政策を実現していくうえでは重要なこと

であると思っておりますので、市の広報広聴活動

規則にありますパブリックコメントの対象となる

むつ市総合経営計画を初め、市の施策に関する基

本的な計画などについては、この成案を得る過程

で積極的に市民の皆様の意見をお伺いしたいと考

、 。えておりますし これまでも行ってまいりました

このほかでも、例えば窓口サービス向上のため

のアンケートなどは定期的に実施し、これらを参

考とさせていただきながら、市民サービスの向上

に努めてまいりたいと考えております。

次に、使用済み核燃料中間貯蔵施設に搬入され

た使用済み燃料は確実に搬出されることを確認し

ているのかについてでありますが、平成17年10月

19日付で青森県、東京電力株式会社、日本原子力

発電株式会社及びむつ市の４者で締結しておりま

す使用済燃料中間貯蔵施設に関する協定書第１条

第３項において 「使用済燃料は貯蔵期間の終了、

までに貯蔵施設から搬出するものとする」と明記

されてありますので、使用済み燃料が確実に搬出

されることは明確であります。

最後に、地域力を強化することに知恵を尽くし

て原発に頼らないむつ市にすべきについてであり

、 、ますが この質問は私ども理事者側にとりまして

大変侮辱的な言い方でありまして、我々があたか

も何かこの地域力を強化することに知恵を絞って

いないかのような印象操作がなされています。私

自身に向けられた部分はともかく、ともに働く職

員879名一人一人は、日々地域の発展のために全

力で汗を流しております。

そして、さらに先ほどの回答にもありましたよ

うに、市政は今や協働という中で、町内会長の皆

様を初め多くの市民の皆様のご協力とご尽力のも

とに成り立っております。こうしたことを考えれ

ば、私の大切な仲間である職員のみならず、市政

にご協力をいただく市民の皆様をも侮辱する発言

と重く受けとめました。私は、この発言を看過す

ることはできません。強く抗議をし、対応につい

ては議長に一任し、私の答弁とさせていただきま

す。

なお、原発に頼らないむつ市という部分につい
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ては、当市には原発は立地しておりませんので、

論外の指摘であることを申し添えます。

〇議長（浅利竹二郎） 暫時休憩します。

午後 ２時３７分 休憩

午後 ２時３９分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を再

開します。

ただちに議会運営委員会の開催を要求します。

暫時休憩します。

午後 ２時３９分 休憩

午後 ３時０５分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

横垣議員には、この後の発言には十分注意し、

また理事者側にも議員の質問にはできるだけ誠意

を持って答弁するようお願いいたします。

横垣議員の再質問を再開してください。

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） はい。

（ 議長、20番」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 一般質問のときは、一般質

問終わった後にお願いします。

横垣議員、どうぞ。

（ ） 、〇５番 横垣成年 時間は何時までになりますか

議長。

（ 議長、今の件についての議事「

進行ですので、ぜひ認めてく

ださい」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 村中議員、どうぞ。

〇20番（村中徹也） ただいまの横垣議員の一般質

問、そしてそれから続いた一連の議事といいます

か、議場の混乱といいますか停滞に、議長の運営

について議事進行いたします。

議長に議事進行を出す理由を３つ申し上げま

す。お答えできるものがあったら、ぜひ答えてい

ただきたいと存じます。

まず、議員一人からも議事進行及びオブジェク

ションが出ていない中で休憩をとり、そして議会

運営委員会を開催した法的根拠を示してくださ

い。

２つ目、地方自治法では議長裁量権、議事整理

権、いろいろな権限があることは議長は十分承知

だと思いますが、どちらを使われましたか。

３点目、いずれにしても議会の承認を得ること

が後々の禍根を残さないことに私はなると思うの

です。要するに議長権限であっても、なぜ議会の

承認をとらなかったのか。歴代の議長は、常に同

意を求めておりましたが、この疑問を３点よろし

くお願いします。もし答えられない場合は、議会

運営委員会を開いて、はっきりとした答えを求め

ます。

（ 議長、あわせて議事進行」の「

声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 川下議員。

〇７番（川下八十美） 貴重な時間を私の議事進行

を取り上げていただいてありがとうございます。

今議長は、横垣議員の発言に対して、この後の

発言には十分注意して発言をするようにというこ

とで再質問を許可しようといたしました。私は、

ここで議長、再質問をこれからの発言に十分注意

するようにという前段の注意を与えて発言を許可

する以上は、横垣議員の本会議での壇上での発言

のどの部分が適さないで、以後は慎重に注意して

発言を求めたのでしょうか。ここのところをきち

んとしないで再質問をうやむやの形で許すという

ことは、これは私は議事進行上よくないと思いま

す。

と同時に、先ほど議長は、一般質問終わってか

ら議事進行の発言を受けると、こういうことを言

っておりましたけれども、村中議員の議事進行は
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もとより、私の議事進行もそういう形をクリアし

たうえでなければ再質問の発言を許可するべきで

はない。ですから、ここのところをきちんと整理

したうえで横垣議員の再質問を許可し、市長の答

弁を求めるべきだと思って議事進行を出させてい

ただきました。よろしくお取り計らいをお願いし

ます。

〇議長（浅利竹二郎） 暫時休憩します。

午後 ３時０９分 休憩

午後 ３時１０分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を再

開いたします。

まず、村中議員の議事進行についてですけれど

も、これはあくまでも議場内における議長の権限

の範囲で判断をして議会運営委員会を開いて皆さ

んの参考意見を聞いたうえで対応しようというこ

とで議会運営委員会を開催させていただきまし

た。

（ 法的根拠を示してください」「

の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 何ですか。

（ 法的根拠を示してください」「

の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） それは、議長の議場内整理

の権限の中です。

（ 議長の議事整理権でやってい「

るのだもの、根拠なんてない

んだ」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 議長の議事整理権の……

（ それ何条よ。何権よ」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） いいですか。

（ 議事進行をちゃんと処理すれ「

ばいいのだ、議長」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） はい。

川下議員、どうですか、今の発言で。

（ 議長、簡単な話よ、あなたが「

処理すればいいのだよ、２つ

の議事進行を」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） はい、どうぞ。

（ まだ休憩中だよな」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） いやいや、もう議事再開し

ていますよ。

川下議員の、要は議事整理権に基づいて今処理

しておりますけれども、それでよろしいですか。

７番。

〇７番（川下八十美） 私のほうは、議長が先ほど

の……

（ 会議中だぞ」の声あり）「

〇７番（川下八十美） いや、休憩中だよね。もう

少し砕いて言いますけれども……

（ 川下さん、休憩でない、会議「

中だ」の声あり）

〇７番（川下八十美） いや、休憩だ。

〇議長（浅利竹二郎） 今まで再開していないか。

〇事務局長（栁田 諭） 休憩中です。

〇７番（川下八十美） 休憩中だべさ。

（ 局長、ちゃんとやれ、休憩ば「

ちっと」の声あり）

〇７番（川下八十美） 休憩だよ。

〇事務局長（栁田 諭） 休憩中ですよ。

〇議長（浅利竹二郎） いやいや、静粛に。

〇事務局長（栁田 諭） 休憩を宣告していますの

で、今休憩中ですので。

（ 違うよ、会議を再開したので「

しょう」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） いやいや、会議を再開しま

した。会議は再開した。

だが、村中議員、私は村中議員の議事進行につ

いては、私の議事整理権の中で処理しているとい

うことで回答しました。

あと川下議員。
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〇７番（川下八十美） 村中議員のほうは、解決し

たの。

（ 局長が休憩中って、議長は会「

議中だって」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） いやいや、会議は再開して

います。

〇７番（川下八十美） 議長、村中議員の議事進行

は議事進行として、議長のほうで処理してもらえ

ば結構でございますし、私のほうに今指名されま

したので、もう少し砕いて言います。

、 、議長は今 横垣議員の再質問の許可に当たって

この後の発言については十分注意して発言をする

ようにという文言というのですか、をつけ加えて

再質問の発言を許可しようとしました。私がそこ

で議事進行を出したのは、しからば前段の横垣議

員のこの発言のどこの部分を行き過ぎた発言、深

く注意しない発言だと議長が認定をして、後段の

この条件をつけて発言を許したのか。ここのとこ

ろをしっかりしないと整合性が起きないでしょ

う。

しかも、市長の市職員に対する侮辱の部分は看

過できないということの発言から議長にげたを預

、 。けて 議長が議会運営委員会を招集したのですよ

であるならば、議会運営委員会の結論として、こ

ういう形になりましたということをきちんと議長

の口述の中で申し上げて、そしてこの横垣議員に

対する文言をつけ加えた形で再質問の発言を許す

のであれば、これは私も納得しますよ。そこのと

ころは全然見えないでしょう。議会運営委員会開

いて、議会運営委員会で前段の部分のどこの部分

が不適切で、再質問を許可するに当たっては、今

後の発言は十分注意するようにという議長として

のあれをつけ加えたのですか。それがなければ、

せっかく議会運営委員会を議長のもとに開いて、

議会運営委員会でどういう議論がされて、どうい

う結論が出たということは全然明らかになってい

ないでしょう。そういううやむやな、議長、再開

の形では私はだめだと思うのだよ。これは、村中

議員のほうはあれとして、私のほうはそういうこ

とで、きちんとしたうえで横垣議員の再質問の発

言を許すべきだということ。

〇議長（浅利竹二郎） 川下議員の発言の要旨は、

市長がいろいろこだわった内容の文言をはっきり

して、そのうえでということですよね。そういう

ことですよね。

（ それは、議会運営委員会で」「

の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） それで、それは先ほど議会

運営委員会で皆さんお集まりいただいて、いろい

ろあります。いろいろというか、最後の多分原子

力発電のない岩手県、要は原発に頼らないむつ市

にすべきだと。ところが、これは皆さん……

（ それをへらへら言わないで、「

まとめてあなたが報告しなき

きゃいけないべさ」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 頼らないというのではなく

て、市の職員としては一生懸命やっていますよと

いうことで市長から異議や申し立てがありまし

た。その件について、議会運営委員会で皆さんに

お諮りして、私に課せられた責任の中で、この文

言で市長にも了解してもらうし、横垣議員にも了

解してもらった結果、横垣議員にはこの後の発言

に十分注意し、また理事者側にも議員の質問には

できるだけ誠意を持って答弁するようお願いいた

しますということで双方の了解はもらいましたの

で、そこで会議を再開しました。

（ そういうことを言っているの「

ではない、川下さんは。議長、

何聞いているんだ」の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） では、暫時休憩します。

午後 ３時１７分 休憩
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午後 ３時２４分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を再

開します。

先ほどの議運の中では、

あと議長に一任ということになり

ましたので、先ほどの私の横垣議員への発言の注

意とか、また理事者側に対する誠意を持って答弁

するようにという私からの発言であります。それ

。 。でよろしいでしょうか 議長の議事整理権の中で

（ はい、議長」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ７番。

〇７番（川下八十美） 議長、それだと市長、いい

のですか。横垣議員の発言には、全然問題視する

ことがなかったということで議会運営委員会では

今言うように、議長が言うようなことで決まりま

したと。今言うように、私が言いたいのは、そう

なると、両方の形をしんしゃくするようになって

しまうのだよ。そうではなく、大変議長、僣越で

すけれども、議会運営委員会では先ほど前段で言

った議長の採決のように決まりましたと、それで

いいのですよ。横垣議員の発言について何も問題

があるとかないとかということをつけ加えると、

大変僣越ですけれども、そういう形。市長のほう

では、いわゆる侮辱的な発言、看過することはで

きないと指摘しているわけだから、そういうお互

いのあれは議会運営委員会でいろいろ話しされた

結果、最初の議長の文言のとおり決定しましたと

いうことの形で私はいいと思います。ですから、

横垣議員の発言云々は削除すべきだと。

〇議長（浅利竹二郎） 暫時休憩します。

午後 ３時２６分 休憩

午後 ３時２７分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を再

開します。

先ほど議会運営委員会でいろいろ皆さんからご

意見を伺いましたけれども、

私のほうに最終的に議長にその件で

一任をされましたので、私から先ほど横垣議員に

はどうのこうの、云々の、それと理事者側には誠

意を持って答弁するようにということで私に一任

されたことで、その文言を皆さんにお伝えしまし

た。それで……

（ 何で問題ないのに、これから「

の発言は注意するようにとし

ゃべったのですか。問題なか

ったら、注意することないべ。

当たり前な話だべ。何しゃべ

ったんだ」の声あり）

（ ） 。 、〇議長 浅利竹二郎 よろしいですか いやいや

もうこれで会議を再開しておりますので……

（ 議長、議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 議事進行、どうぞ。

〇７番（川下八十美） 議長、私は市長の発言も尊

重しなければいけないと思いますし、議会の議員

の発言も尊重しなければいけないと思う。そうい

う立場で、決してお互いに対峙するのではなくし

て、私は常に言っている行政と議会は両輪で進ま

なければいけないわけでしょう。そういう意味か

らも、今の文言での裁決というのですか、それだ

ったら、私は市長を弁護するあれはないですよ。

だけれども、市長が壇上で横垣議員の発言に対し

て、自分はもとよりのこと、市職員を侮辱する発

言で看過できないということが議事録にも残って

。 、 、いるのですよ この優秀な市長が 議員の発言を

議会運営委員会で、そういう決定になったと言う

けれども、そういう発言と認定するような形の市

長ですか。決して私は弁護するわけではないです

よ。そうではなく、議会運営委員会で横垣議員の

発言云々、私も手元にもらいましたよ。この発言



- 55 -

云々ということではなくして、議会運営委員会で

議長が裁決を下した形で決定になりました、横垣

議員の発言云々ということは削除するべきです

。 。よ それで両方円満に解決されるではないですか

そういうことでしょう。

（ 議事進行」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） 山本議員、どうぞ。

〇２番（山本留義） 私も今の川下八十美議員の議

事進行の発言に賛成です。ただ、放送中に横垣成

年議員の発言に問題がないような発言をされて、

ただ発言に注意をということで進めようとしまし

た。先ほど川下議員が言ったように、横垣成年議

員の質疑の中でのことで、市長はその文言に対し

て反論しているわけですよね。そうすれば、横垣

成年議員に問題がないとすれば、市長の発言はど

うなるのですか。それは、今はもう放送に流れて

いるわけですよ。その辺の整理をきちんとして進

めてほしいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 暫時休憩します。

午後 ３時３１分 休憩

午後 ３時５７分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を再

開します。

◎会議時間の延長

〇議長（浅利竹二郎） 本日の会議時間は、議事の

都合により、あらかじめこれを延長いたします。

暫時休憩します。

午後 ３時５７分 休憩

午後 ５時００分 再開

〇議長（浅利竹二郎） 休憩前に引き続き会議を開

きます。

まず初めに、このたびの議事進行において、議

事運営上、混乱を招いたことを議長として深くお

わび申し上げます。

横垣議員の一般質問における横垣成年議員と市

長の発言内容については、先ほど開催した議会運

営委員会の結果、横垣成年議員にはこの後の発言

については十分に注意して発言することと、市長

におかれましても、議員の質問にはできるだけ誠

意を持って答弁するよう要望することといたしま

した。

なお、先ほどの議事の進行中に私から横垣成年

議員の壇上での発言に対し、問題のなきような発

言をいたしましたが、この部分は議長職権により

議事録から削除いたしますので、よろしくお願い

いたします。

村中徹也議員、川下八十美議員、山本留義議員

からの議事進行については、それぞれの意見を尊

重したうえで議事を進行させていただきますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。ついて

は、議員各位のご賛同を賜りたいと存じますが、

これにご異議ありませんか。

（ 異議なし」の声あり）「

〇議長（浅利竹二郎） ご異議なしと認めます。よ

って、横垣成年議員の再質問を続けます。横垣成

、 。年議員には ５時40分までの時間でお願いします

５番。

〇５番（横垣成年） 再質問させていただきます。

まず、質問の１点目でございますが、私道の寄

附について再質問させていただきますが、壇上で

私が言ったように、なかなか私道の砂利道が解消

、 、しないということについて 市長のほうとしては

いろいろ外部から人口交流を多くしたいというふ

うな思いもあるのですが、やっぱり来てみると砂

利道が多いという現状を少しでも改善するという

市長としての考え方がないものかどうか、そこら

辺、ちょっと市長の考え方をお聞きしたいなと思

います。
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〇議長（浅利竹二郎） 建設部長。

（ ） 、〇建設部長 吉田 正 砂利道の件ですけれども

現在寄附を受けている中にも平成24年度からは約

４件の砂利道であっても要件を具備しているとい

うことで寄附を受けております。ただ、整備につ

きましては、市道認定している部分での砂利道も

まだ多くありますことから、そちらのほうを優先

させて整備のほうを進めてまいっているという現

状であります。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） まだむつ市内には砂利道がた

くさんございますので、ぜひ早期に砂利道解消と

いう方向で取り組んでくださることを強く要望し

たいと思います。

質問の２点目でございます。市民連携について

ですが、行政連絡員は今後廃止も含め検討すると

いうふうな答弁でありましたが、そして今現在行

政連絡員には広報、チラシの配布が主なお願いし

ていることだというふうな答弁でもありました。

そこで、町内会にそれなりの連携強化という形

でお願いする場面があると、そういう方向で検討

しているということでありますが、町内会という

のについて、例えばこの行政連絡員を廃止すると

いうふうになると、広報とかチラシとかというの

を町内会に一元的にお願いしていくというふうな

方向になるのですが、私としてはやっぱり町内会

というのは行政の下請機関ではないというふうな

立場をしっかり堅持するべきだなというふうに思

っているのですが、そこのところ市としてはどう

いうことを町内会に要望しようとしているか、ま

たそういうふうな形でのパートナーというか、リ

スペクトという形の関係がいいのかなというふう

な感じもするのですが、そこのところの基本的な

考え方をお聞きしたいなと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 総務政策部長。

〇総務政策部長（川西伸二） お答えいたします。

町内会につきましては、あくまでも任意の自治

組織でございます。市といたしましても、そうい

った地域の自治組織でありますことから、運営や

活動内容につきましても町内会の自主性を尊重さ

れるべきと認識しております。

一方で、町内会は市民の皆様にとりましても最

も身近な地域コミュニティでありますことから、

地域の課題を解決するうえで欠くことのできな

い、また市としてのパートナーでもあると認識し

ております。今後につきましては、市の事務にご

協力をいただく場合、あくまでもお願いという範

囲にはなってしまうのでございますけれども、市

民協働のまちづくりを推進するうえで、行政と市

民の皆様をつなぐ橋渡し役としてご協力をいただ

くよう我々もお願いしてまいりたいと、そのよう

に思ってございます。

以上でございます。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 今の答弁にあるように、協力

をお願いするに当たっても、協力の場合であって

も、お願いという立場をしっかり守っていくと、

やはりそこが大事かと思います。

そこで、行政連絡員を廃止するとなると、その

協力、お願いという場面で、例えば広報だとかチ

ラシの部分がそれで前に進むのかどうかというと

ころは、市としてはしっかり検証しなくてはいけ

ないかなと思っております。

今現在行政連絡員と町内会長を兼務している方

も多いのですが、また全部そうではないというと

ころで、ここの町内会では協力するが、ここの町

内会ではそこまで私たちはやれないというふうな

ところも出てくると、例えば広報、チラシの部分

がいろいろ穴があいていくと。現在ごみの集団回

収でも、やっている町内会とやっていない町内会

とかというのは現実にありますから、やはりそう

いう形にならないようにということで、この行政
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連絡員をいろいろ廃止するとかという場面におい

て、どの程度市としてはそこの対処を考えている

かというのを再度ちょっとお聞きしたいというふ

うに思います。

〇議長（浅利竹二郎） 総務政策部長。

〇総務政策部長（川西伸二） お答えいたします。

町内会等の諸事情によりまして、ご協力いただ

けないといった場合ももしかしたらあるのかなと

いうふうには考えますけれども、先ほども申しま

したとおり、そこは我々のほうのお願いの部分で

はあるのですけれども、ご協力をまずはお願いし

ていくというようなところだと思っております。

そしてまた、いろんな形で市のほうも、また町

内会のほうにお手伝いできる部分はしていくと。

そういった環境を築き上げながらお願いしてまい

りたいと、このように考えております。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） ぜひそこの部分は、本当にお

、 、願いという立場を堅持してもらって 強制だとか

そういうふうに受けとめられるような対応はない

ような形で、ぜひ行政連絡員の廃止を含めた検討

の過程では十分協議してもらいたいというふうに

思います。

さて、質問の３点目でございますが、原子力に

ついてでございますけれども、まず一応安全第一

に中間貯蔵施設は進め、今までの市民の選択に協

力していくというふうな答弁でございますが、中

間貯蔵施設は原子力関連施設でございます。当然

原子力がないと中間貯蔵施設も必要がないという

ふうな意味では原子力関連施設でございますか

ら、どうしても原子力とは切っても切れない、そ

ういう施設であると思います。ですから、この原

子力についての市の認識を私は確認したいなと。

そこで市にお聞きしたいのですが、原子力とい

うのは未来あるエネルギーであると市としては考

えているかどうか、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

（ だめだよ、原子力。中間貯蔵「

で聞けじゃ。何だ、この原子

力何々。議長、注意してよ」

の声あり）

〇議長（浅利竹二郎） 静粛に。

答弁はどなたがしますか。市長。

〇市長（宮下宗一郎） 私先ほど、先ほどと言って

も大分前ですけれども、答弁したとおりでござい

まして、これまでのむつ市とむつ市民の皆様の選

択を継承するという立場から、中間貯蔵施設につ

いて、この核燃料サイクル政策を協力するという

立場であるということでございます。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 中間貯蔵施設含めた原子力関

連施設というのがむつ市としては地域振興になる

というふうに考えているかどうか、ここもちょっ

と確認させていただきます。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

地域振興になっているかという論点であります

けれども、これまで電源立地地域対策交付金とい

う形でさまざまな事業に対して補助金が交付をさ

れております。

一例を挙げ始めると、これは切りがないわけで

、 、 、ありますけれども 例えば道路関連ですと 市道

排水路、それから除雪車なんかを購入する経費と

して充てられています。また、産業振興施設とい

たしましては、むつ来さまい館、下北駅前広場、

、 、釜臥山展望台 早掛レイクサイドヒルキャンプ場

スポーツ施設としては、ウェルネスパークのセン

ターハウス、釜臥山スキー場、運動公園陸上競技

場、運動公園テニスコート、教育文化施設として

は、小・中学校の屋根等の改修、さらには小・中

学校の教員用パソコンということでの事業の実施

例がございます。
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また、ソフト事業といたしましては、保育サー

ビス提供事業として保育所、児童館の職員の人件

費、あるいは健康診査委託事業、予防接種の助成

事業、さらには環境維持保全向上事業といたしま

して、下水道施設等維持運営事業、一般廃棄物収

集運搬事業、これ委託料になりますけれども、そ

ういったものにも充てられております。さらに、

生活利便性向上事業というふうな形で、消防活動

提供事業として消防職員の人件費にも充てられて

いるということであります。また、人材育成事業

といたしまして、学校給食・環境整備提供事業、

社会教育施設運営事業として公民館、図書館職員

人件費、さらには電気水道料金の事業にも充てら

れているということでございます。小中一貫教育

の非常勤講師の配置事業にも充てられ、さらには

外国語指導助手配置事業という形にソフト事業と

しては充てられております。

このほかさまざまな事業に充てられたわけであ

りますけれども、昭和63年から平成27年まで、総

額で394億円の地域振興の事業に充てられている

と。この実績はあるということはお伝えを申し上

げたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 質問の２点目のほうに、世論

調査をやると、大体原発再稼働反対というのが半

分以上だというところで、ぜひアンケートをとっ

てほしいなというふうな質問をしたのですが、ア

ンケートは一政策判断の要素にしかならないよう

な答弁でございますが、むつ市民のそういう意味

ではこの原発、それこそ中間貯蔵施設を含めて、

むつ市民のそういう施設に対する理解というの

は、ほとんどむつ市民は前向きな方向で理解して

いると市は認識しているかどうか、そこをちょっ

と確認させていただきます。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 先ほど答弁させていただい

たとおりでありますけれども、民意の反映のさせ

方として、この議場というのがまさにそうだと思

いますけれども、選挙を通じて選ばれた私たちが

しっかりと議論をして、これを判断していくとい

うことだと思っています。専らその決定権は議会

ということに帰属するわけでありますけれども、

そうした中で、あえてアンケートをとる必要性を

私は感じておりません。それは、なぜならば、選

挙の公約などにおいて、我々はその負託を住民の

方々から受けていると、そういう説明だったと理

解をしてください。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） あえて調査する必要はないと

いうふうな答弁でありましたが、中間貯蔵施設は

一応50年とかというふうな形ですが、いずれ使用

済み核燃料は運ばれていくということで、運ばれ

ていくというのは確認しているよというふうな答

弁でございましたが、この中間貯蔵施設に運ばれ

る使用済み核燃料というのは、これはどこから来

るというふうにむつ市は認識しているでしょう

か。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 原子力発電所から来ると認

識しております。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） その原子力発電所がどこの原

子力発電所から来るという認識でしょうか、お聞

きします。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 当然ですけれども、これは

ＲＦＳ社の出資会社であります東京電力、あるい

は日本原電の発電所のほうから来る使用済み燃料

だと認識しております。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 東京電力だとか、それ以外の

日本原子力発電でしたか、から来るというのです
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が、その施設の中のどこの原発から来るかという

のは、市としては特に認識していないものでしょ

うか。例えば福島原発も東京電力の原発ですが、

今ああいうふうな事故があって、そこから来るの

か、それとも新潟の柏崎刈羽から来るのか、そこ

のところは市としてはどのように情報を得ている

か、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） ご質問にお答えします。

どこの発電所からということでありますけれど

も、その点につきましては、現時点で中間貯蔵施

設は稼働しておりませんので、稼働に合わせて協

議をしていくことだと認識しております。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

（ ） 、〇５番 横垣成年 一定どこから来るというのは

それなりに中間貯蔵施設の方があちこちでプレス

で発表しているのでありますが、私からはあえて

言いません。ということで、中間貯蔵施設の、で

は使用済み核燃料は、いずれは搬出されるという

のですが、これはどこに搬出されるのか、今決ま

っているでしょうか。ちょっと搬出先を市として

はどのように認識しているかお聞かせ願いたいと

思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 再処理等のために搬出され

るというふうに伺っております。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） 再処理工場というのは、六ヶ

所再処理工場のことでしょうか。そこをちょっと

確認させていただきます。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） エネルギー基本計画の実施

という段階で、国が定めていくことだと認識して

おります。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） この中間貯蔵施設に運ばれた

使用済み核燃料は、それこそ再処理されるという

前提ですから、最終貯蔵施設ではなくて中間貯蔵

施設という名前になっているのですが、私が前段

で壇上で言ったように 「もんじゅ」というのが、

廃炉になって、核燃サイクルが回らない。そうす

ると、六ヶ所再処理工場も動かす必要がないとい

うふうな流れになると、中間貯蔵施設に運ばれた

使用済み燃料は再処理する場所がなくなると。再

処理する必要がなくなるというふうな流れになる

というところを私はぜひ市長はしっかり国に物を

申してもらいたい。そうすると、最終貯蔵施設に

なってしまうものですから、そこのところをどの

ように市としては認識しているかお聞かせ願いた

いと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 私今大変横垣議員の質問に

驚いたのですけれども、基本的な認識が私は誤っ

ていると思います 「もんじゅ」は、これは高速。

炉サイクルでありますし、我々の中間貯蔵施設を

含めて再処理工場、今六ヶ所のこれは軽水炉サイ

クルですから、これ「もんじゅ」がなくなったか

らといって、なくなったわけではないです 「も、

んじゅ」自身が廃炉になるからといって、これが

ただちに最終処分場になる、最終処分というか、

行き先がなくなるということでは私はないと思っ

ています。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） いや、市長の考え方も一定正

しいところはあります。ただ、そういう部分と、

結局使用済み核燃料を再処理して、そしてそれか

らプルトニウムを取り出してというふうなところ

で、それで「もんじゅ」のほうに行けば、さらに

プルトニウムがさらにプルトニウムを生んで、そ

こでエネルギーがほとんど自給自足ができるとい

う夢の高速炉、そういうのがあるという前提で再

処理する必要があるよというところが六ヶ所再処
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理工場、核燃料サイクルになるわけです。そこの

大もと、それから心臓部分が廃炉と。今また実験

炉ということで、別な形で立ち上げようというふ

うな動きはありますが、それは市長の考え方も一

定正しいところはあるのですが、そこのところを

きちんと市としては情報として得ておかないと、

この中間貯蔵施設というのが結局最終貯蔵施設に

なるおそれがあるのではないかなという市民の不

安に対して、やっぱり答える必要があるのではな

いかなというところです。ですから、そこのとこ

ろの流れを市としてはどういうふうに認識してい

るか、そこのところを再度お聞きしたいと思いま

す。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） お答えいたします。

正直質問自体が論理破綻していますので、私が

論理的にお答えするというのもなかなか難しいわ

けですけれども、繰り返しになりますが 「もん、

じゅ」は高速炉サイクルです。これについても、

我々は福井県の４市町村と核燃料サイクルの事業

を安全第一で進めてほしいということをしっかり

と国に要望してきておりますし、その結果として

「もんじゅ」自身は廃炉になりましたが、この先

高速増殖炉のサイクルについても研究が進められ

るということは国からの回答としていただいてい

るところであります。

したがいまして、我々としては、そうした国の

確固たる方針がある中で、一地域として国に協力

をして、エネルギー大国あるいはエネルギー立国

をしようというこの国の大きな志を応援するとい

う立場でありますので、ご理解を賜りたいと存じ

ます。

〇議長（浅利竹二郎） ５番。

〇５番（横垣成年） どうも市長は、核燃サイクル

というものの認識が余りないように私は思うので

すが、もう少しそこのところを、今の市長の答弁

、 。だと やっぱり市民もよくわからないのですよね

核燃サイクルの一環としての中間貯蔵施設なわけ

です。使用済み核燃料をきちんと……

（ ） 。〇議長 浅利竹二郎 横垣成年議員に注意します

問題の本質がちょっとむつ市の議会とのあれと離

れているような方向に行っていますので、発言に

は十分注意してください。

（ ） 、〇５番 横垣成年 この中間貯蔵施設というのは

そういう核燃サイクルの中の一つの施設ですか

ら、核燃サイクルが回らないとなると、中間貯蔵

施設というものの使用済み核燃料も行き先がなく

なるというところをもう少しやっぱり市民にわか

るように市長としては答弁をお願いしたいなと。

もしそれが回らなくなると、やはり中間貯蔵施設

の使用済み燃料はどこに行くのだというところに

なるわけです。だから、そこのところをしっかり

市長には説明してもらいたい。

「もんじゅ」が高速増殖炉だと、だから関係は

ないような答弁でございますが、やはり最も関係

のあるそういう施設であると……

〇議長（浅利竹二郎） 横垣議員。

〇５番（横垣成年） やめます。

〇議長（浅利竹二郎） そろそろ。

〇５番（横垣成年） はい。そこのところをしっか

り市民に説明する責任は、やはり中間貯蔵施設と

いう、これ核燃サイクルを回すという前提でつく

られている施設ですから、そこのところはしっか

り認識というか、説明責任はあるというふうに思

いますので、そこのところ、再度ちょっとお願い

したいと。中間貯蔵施設は核燃料サイクルのどう

いう位置づけにあるのか、それとも全く関係ない

のか、そこのところも含めて、もう少しわかるよ

うな説明をお願いしたいなと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 市長。

〇市長（宮下宗一郎） 核燃料サイクルについての

認識がないと、この発言は、大変私は屈辱的な発
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言だというふうに受けとめます。反問権を行使し

たいところでありますが、議長にこれ以上迷惑か

けることできませんので、きょうはやめておきま

す。

（ 議長でないよ」の声あり）「

〇市長（宮下宗一郎） 議長を初め議会の皆さんに

ご迷惑をおかけすることはできませんので、きょ

うは控えておきますけれども、中間貯蔵施設につ

いて申し上げれば、これは原子力発電所からの使

用済み燃料を一定期間受け入れたうえで、これを

再処理するための仕組みであり、基本的には軽水

炉サイクルの中で運用されているものというふう

に私自身は理解しておりますし、国からもそのよ

うな説明を受けているところであります。

一方で、高速増殖炉サイクルにつきましては、

これは全く関係ないということではありません。

しかしながら 「もんじゅ」が廃炉になったとい、

うことのみをもって、これがなくなったというこ

とではなくて、これは国自身もそういう説明をし

ておりますけれども、今後研究を進めていくとい

うことでありますので、少し時間はかかるかもし

れませんけれども、こちらもエネルギー立国、エ

ネルギー大国に向けての国の方針としてはいまだ

に依然としてあるということでありますので、い

ずれにいたしましても、その中での中心的な役割

をこの中間貯蔵施設が担っていくものと考えてい

るところであります。

〇議長（浅利竹二郎） 横垣議員、ただいまの原子

力関係の質問については、何か意図的に別の方向

に持っていこう、持っていこうというふうな、そ

ういう意図が感じられますので、発言には十分注

意して発言してください。どうぞ。

〇５番（横垣成年） 市長に対して、先ほどの核燃

サイクルを理解していないという発言は、ちょっ

と私は訂正させていただきますので、よろしくお

願いします。

さて、中間貯蔵施設だとか、そういう原発関連

施設は地域振興になるというところの答弁があり

ましたが、私はこの地域振興を考える意味では、

先ほど壇上で、ぜひ原発のない岩手県の取り組み

を学んでほしいなというところを言ったのであり

ますが、やはり地域が一丸となって地域のことを

考えて取り組むという姿勢が私は最大の地域振興

になるのではないかなというふうに思っておりま

す。そういう意味では、岩手県というのは、そう

いう取り組みがすごく見られるというので、私は

かなり……

〇議長（浅利竹二郎） 横垣議員、地域振興の件で

すけれども、先ほどから行政も市民も地域振興に

。 、ついては一生懸命頑張っているのです ですから

今までそれが原子力に偏って、やっていないとい

うような誤解を受けるような発言は注意してくだ

さい。

〇５番（横垣成年） 岩手県のやっぱりすばらしい

取り組みがあるものですから、ぜひそこのところ

を学んでほしいなという思いで、別にむつ市のこ

とを批判しているわけではないですよ。取り組み

を一生懸命やっておりますが、やはり地域振興を

やるには、住民が一丸となって取り組む必要があ

る。

しかし、私が危惧しているのが、住民を分断す

るような施策を持ち込んでしまうと、これにはや

っぱり賛成するけれども、これには反対するとい

うふうな住民が分断されてしまうと、やっぱり一

丸となって地域が一つになって取り組むというの

がちょっとおくれてしまうのではないかなという

のも危惧しております。それは、やっぱり大きい

問題が、こういう世論を二分する原子力を推進す

る、しない、これが先ほど言ったように原発再稼

働に反対の方はもう半分以上いるわけです。そう

いうことを考えれば、原発関連施設の中間貯蔵施

設をどんと持ってくることによって、これはやっ
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ぱり私は賛同できない、これは賛同できるという

ことで住民が二分されてしまう。現に世論調査が

半分半分ですから。だから、そういうところで地

域振興をするというのは、やっぱりなかなか至難

のわざではないかなというふうに思っているわけ

なのです。

だから、そもそもそこをしっかり住民が一丸と

なるような、余り問題になるようなものを持ち込

まずにやっぱり取り組むというのがまず最初の地

域振興策になるのではないかなと思いますから、

ぜひ早期に原発関連施設に頼らないような、そう

いう地域づくりを住民に提示する必要があるかな

というふうに思いますものですから、市長にちょ

っとそこのところをお聞きしたいと思います。

〇議長（浅利竹二郎） 横垣議員、これは答弁を求

めている質問ですか。

市長、答弁できますか。市長。

〇市長（宮下宗一郎） 非常に作為的で印象操作を

されているような質問だと私は認識しています。

何か我々自身が、そもそも原発はございませんけ

れども、中間貯蔵施設のみを地域振興に頼ってい

る、それで分断をされれば、ほかのことで誰も言

うことを聞かなくなる、そんなことがこのむつ市

においてあるはずがないと私は思っています。

というのも、これまで私就任して以来、例えば

地方創生の取り組みを一つ挙げても、下北ジオパ

ーク、下北定住自立圏構想 「ＦＡＡＶＯしもき、

た 、４金融機関との連携協定を結んだ人材育成」

事業、さらにはことしは脇野沢を重点的に頑張ろ

うと思っていますコミュニティセントーを核にし

た脇野沢創生プロジェクト、さらに川内では「イ

ルカと人との共生によるふれあいビーチｉｎむつ

わん」ということをやらせていただきます。さら

に観光においては、しもきたＴＡＢＩあしすとと

いうことで、下北地域の６自治体の観光広域振興

のかじ取り役として一般社団法人を設立させてい

ただきました。さらにことしは、これをＤＭＯと

いう形に進化をさせて、台湾でのＰＲ活動やクル

ーズ船の誘致、これに力を尽くしてまいりたいと

考えております。

そして、ふるさと納税は就任以来４倍の水準に

達しておりまして、ことしはいよいよです、今年

度はいよいよ１億円に達する水準になってきてお

ります。

さらに、まちづくりの中では、市民の要望の非

常に強かった新体育館整備を、ただ建てるだけで

はなくて、公園整備という形で実現を図ろうとい

うことで、今職員一丸となって取り組んでおりま

すし、さらにはむつ市の夜景を意識した立地適正

化計画というものを策定させていただきました。

今年度の事業として、まちづくりとしては大畑

庁舎の移転は、これは現役の小学校に庁舎を移転

するという全国でも例を見ない取り組みでありま

す。そういった形の中では、前例こそむつ市がつ

くると、この強い意気込みでまちづくりも進めて

いるところでございます。

さらに、しごとづくりの分野では、創業支援と

いうことで、140件の創業支援と17件の創業を実

現したということもございます。企業誘致の中で

は、２社企業誘致を実現しておりますし、さらに

青森県に優秀な人材をブロックするために弘前大

学と連携をして、ＣＯＣの事業もやらせていただ

いているところであります。

地方創生の事業の中では、女性と移住に挑戦す

る創生事業も開始させていただきました。

さらに 「むつ市のうまい三本の矢」による地、

域ブランド化推進事業として一球入魂かぼちゃの

スイーツ事業、あるいは今は大湊海自カレーとい

うものも始めさせていただいております。

販路開拓事業の中では、つい先般、地方創生の

交付金を活用して香港にまで赴いて、このむつ市

のＰＲをしてきております。
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さらにひとづくりの分野では、学力の向上施策

として、小学校５年生から中学生まで総合学力の

向上、この施策を取り組んでおります。

サテライトキャンパスの事業では、まさにこの

まちに大学があるかのように、ここをフィールド

として大学生に勉強していただく事業もやらせて

いただいています。

プラチナ人財育成プロジェクトの中では、医師

不足というところに着目をし、企業版ふるさと納

税を活用した形で医師になりたい、そういう高校

生を応援する給付型の奨学金を創設させていただ

きました。

さらに、市民の健康づくりの観点からは、健康

づくり宣言以降、むつぼし健康マイレージ事業、

ウォーキングアプリ「むつぼしＷａｌｋｅｒ」の

開発、すこやかサポート事業所認定制度、すこや

、 、か隊員の育成プログラム ヘルシーバランス弁当

そういったものを次々と開発し、市民の健康づく

りに取り組んでいるところであります。

さらに財源対策では、給与削減として、私の給

与を15％削減するとともに、職員の給与も３％を

削減しつつ、これに当たっているところでありま

す。

定員削減も前年度比14名、１億3,671万1,000円

削減しております。

私が申し上げたいのは、これらの政策を実行す

るに当たっては、これは、この政策はたった一部

です、私がやった。一部ですよ。これを実行する

に当たっては、私だけではなくて、私の後ろにい

る、そして横にいる職員一丸となって、そして議

員の皆さんのご協力を得て、市民協働の中で実現

してきたものであります。ですから、先ほど言わ

れたような質問がいかに不当なものであるか、こ

のことをもってもご理解をいただけると思いま

す。

以上です。

〇議長（浅利竹二郎） 横垣議員に申し上げます。

申し合わせの１時間となりますので、この答弁を

もって終了とさせていただきます。

〇５番（横垣成年） 終わり。市長の地域に……

〇議長（浅利竹二郎） もう時間になりました。

〇５番（横垣成年） だめですか。以上ですか。

はい、わかりました。では、以上で私の一般質

問を終わります。ありがとうございました。

〇議長（浅利竹二郎） これで、横垣成年議員の質

問を終わります。

◎散会の宣告

〇議長（浅利竹二郎） 以上で本日の日程は全部終

わりました。

なお、明３月４日及び５日は休日のため休会と

し、３月６日は原田敏匡議員、菊池光弘議員、工

藤祥子議員、佐賀英生議員、中村正志議員の一般

質問を行います。

本日はこれで散会いたします。

午後 ５時３９分 散会
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